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芦屋市地域発信型ネットワーク  ２０１４．４～

（理念） だれもがその人らしく住み慣れた地域で、いきいきと安心して暮らせるまちをめざす 
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小地域福祉ブロック会議

 小学校区内の地域住民代表や各種 
福祉諸活動関係者等による「小地域福祉

ブロック会議」を構成 

 地域課題に対するネットワーク活用に
よる地域づくりのための具体的活動 
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小地域福祉ブロック会議 
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小地域福祉ブロック会議 
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小地域福祉ブロック会議 
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小地域福祉ブロック会議 
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ネットワーク会議」を構成 

 「福祉ネットワーク会議」では生活圏域に

おける課題の共有，検討，集約を実施 

 高齢者生活支援センターが主催する「地域

ケア会議」障害福祉課が主催する「自立支

援協議会実務者会」，こども課が主催する

「要保護児童対策地域協議会個別ケース検

討会議」と連動 
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福祉ネットワーク会議 

潮見中学校区 

福祉ネットワーク会議 

地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
検
討
委
員
会

芦
屋
市
地
域
福
祉
推
進
協
議
会

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会

(

事
務
局
・
介
護
保
険
課)

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会

(

事
務
局
・
介
護
保
険
課)

権
利
擁
護
支
援
シ
ス
テ
ム
推
進
委
員
会

(

事
務
局
・
地
域
福
祉
課)

自
立
支
援
協
議
会

(

事
務
局
・
障
害
福
祉
課) 

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会

(

事
務
局
・
こ
ど
も
課)

実
務
者
会

個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議

地域ケア会議 

(事務局：潮見高齢者生活支援センター) 

事務局 芦屋市社会福祉協議会 

事務局 

芦屋市地域福祉課 

芦屋市社会福祉協議会

地域ケア会議 

(事務局：精道高齢者生活支援センター) 

地域ケア会議 

(事務局：西山手高齢者生活支援センター)

(事務局：東山手高齢者生活支援センター)
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【施策の方向】 

小地域福祉ブロック会議の充実  自治会等の地域住民，民生児童委員，福祉

推進委員，老人クラブなど地域活動に関す

るネットワークをより強化し，地域の方々

と共に考え，社会資源を活用した地域づく

りを行う体制づくりを推進します。 

中学校区福祉ネットワーク会議の充実  生活圏域における課題の共有，対応策の検

討，情報の集約を行います。 

 地域ケア会議との連携を図り，自立支援協

議会実務者会や要保護児童対策地域協議

会個別ケース検討会議と連動し，個別支援

から抽出された共通する地域課題につい

て共有，検討します。 

地域ケア会議による「地域包括ケア」

の推進に向けた幅広い分野との連携

強化 

 課題が複雑化したいわゆる困難事例の処

遇検討や，関係者への対応方法に関する情

報提供を含め，個別支援から抽出された共

通課題や地域課題について，中学校区福祉

ネットワーク会議と連携して解決策を検

討し，本市における地域包括ケア推進の中

核的な会議体として機能するよう保健・医

療・福祉・介護等の関係機関との連携をよ

り一層強化します。 

 「芦屋市権利擁護支援システム推進委員

会」との連携による本市における高齢者の

権利擁護支援体制を強化します。 

高齢者セーフティーネットの整備  高齢者の緊急時の安全確保と不安解消を

目的として，小地域福祉ブロック会議（旧

小地域ブロック連絡会）の地域の取り組み

から全市域に広がった「救急医療情報キッ

ト」の普及・啓発について継続して取り組

みます。 

 高齢者世話付住宅（シルバーハウジング

等）に居住する高齢者を対象に，生活支援

員（ＬＳＡ）を派遣する高齢者住宅等安心

確保事業と地域での見守り事業等との連

携について検討します。 
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 災害復興住宅に居住する高齢者を対象に

高齢者世帯支援員（ＳＣＳ）が訪問や交流

を行う高齢者自立支援ひろば事業に代わ

る取り組みとして，地域発信型ネットワー

クにおいて培ってきた地域における既存

の取り組みを活かし，支援対象者の見守り

や交流が図られるよう検討します。 

 高齢者生活支援センターを中心とした高

齢者の把握，老人クラブや民生児童委員等

の地域住民や地域団体等による声かけや

訪問など，多様な活動を促進します。 

 民生児童委員の活動により作成した緊

急・災害時要援護者台帳について関係機関

との連携による継続的な更新方法の検討

とともに，個人情報の保護に留意した上

で，消防，高齢者生活支援センター，社会

福祉協議会，自治会，自主防災会等の幅広

い分野での活用や共有を図ります。 
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１-４ 地域での見守り体制の充実 

【現状と課題】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには，身近な地域の人々との交流や

関係団体，関係機関等による日常の見守り活動により，早期に問題を発見し，必要な支援等

を迅速かつ効果的に行っていくことが重要です。 

アンケート調査によると，一人暮らしのかたは，60歳以上調査では，16.9％，要介護等

認定者では，33.0%（平成23年度調査では27.6%）であり，増加してきています。さら

に，平成 22 年に実施した国勢調査では，高齢者のみの世帯が 22.5%とあり，今後ますま

す増加する傾向にあると考えられます。 

また，60 歳以上調査では，地域活動に参加していないかたが 52.7%と，要介護等調査

では63.6%と，いずれも５割を超えています。 

このような状況の中，本市では民生児童委員や福祉推進委員による見守り活動の他，地縁

団体等がさまざまな手法で地域での見守り活動を実施してきています。 

また，平成25年度からは各家庭を訪問し異変を発見する可能性のあるライフライン企業

等と兵庫県が地域見守りネットワーク応援協定を締結しました。本市も，平成26年度から

芦屋市社会福祉協議会を事務局として，高齢者生活支援センター等と連携した協力事業者に

よる芦屋市地域見まもりネット事業を開始しました。 

今後ますます高齢化が進むことをふまえて，これまでの取り組みの一層の推進と住民主体

の見守り活動の体制を強化する必要があります。 

そのためには，地域活動の担い手を掘り起こし，元気な高齢者をはじめ地域住民のニーズ

にあった地域活動について検討し，参加しやすい環境を整備するとともに，地域間の連携や

地域住民，事業者等と行政が協働した見守りの仕組みを構築していくことが必要です。 

【施策の方向】 

日常的な見守り体制の整備，充実  民生児童委員による緊急・災害時要援護者

台帳を活用した地域の見守り活動や自治

会，住民，ボランティア等の住民主体の見

守り活動を支援するとともに体制を整備

していきます。 

 地域人材を発掘し，住民活動の担い手を育

成して，ニーズに合った活動環境の整備に

努めます。 

 定期的な安否確認・緊急対応の充実を図り

ます。 

 社会資源を活用した「地域見まもりネッ

ト」の充実を図ります。 

 住民主体による地域における認知症見ま

もりネットワークを構築し，活動に対する
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支援を実施します。 

 ひとり暮らし高齢者等に対する老人クラ

ブによる友愛訪問や見守り活動を促進し

ます。 

地域間の連携と情報共有の仕組み

の構築 
 地域発信型ネットワーク会議での小地域

福祉ブロック（地区）間の連携と情報共有

を強化し，認知症高齢者の徘徊等，地域の

横断的な課題解決に努めます。 

１-５ 高齢者の権利擁護支援の充実 

【現状と課題】 

平成22年度に設置された権利擁護支援センターは，高齢者の権利侵害への対応や社会的

に支援が必要な高齢者に対し，権利擁護に関する相談から支援までを総合的に行い，相談件

数は，年間約 3,000 件となっていますが，アンケート調査の結果では，権利擁護支援セン

ターの認識状況について，60 歳以上を対象としたアンケート調査で「まったく知らない」

と回答したかたが約７割，要介護等認定者では，約６割となっています。また「高齢者虐待

および養護者支援に関する相談等の相談窓口」としての認識状況では，「まったく知らない」

と回答した60歳以上が約５割，要介護等認定者もほぼ同様の結果となっています。 

権利擁護支援センターにおける相談内容の多くは，高齢者虐待対応などの権利侵害に関す

る相談となっており，高齢者とその家族の支援が求められています。 

高齢者の権利侵害の対応には，家族単位の支援が不可欠であり，その支援には，権利擁護

支援センターだけでなく，高齢者生活支援センターをはじめ，障がい分野等の関係機関，司

法関係機関，行政等との連携・協働が求められますが，高齢者の権利侵害の深刻化を防ぐた

めには，権利侵害を受けている高齢者等を早期に発見し，適切な相談窓口につなぐ地域の協

力が最も重要であると言えます。 

次に「権利擁護」に関する周知・啓発について，アンケート調査の結果によると，「権利

擁護を学ぶ機会への参加意向」について，「情報だけ欲しい」と回答した 60 歳以上が約５

割，要介護等認定者では約４割となっています。また「特に興味がない」と回答した60歳

以上が約２割，要介護等認定者も同様の結果となっています。また，「成年後見制度」の周

知度ですが，60 歳以上の約５割が「よく知っている」「少し知っている」と回答していま

す。要介護等認定者では約３割との結果で，「権利擁護支援センター」の周知とともに「権

利擁護」の啓発についても，充分に周知されているとは言えず，効果的な啓発活動が求めら

れます。合わせて「成年後見制度」の周知についても，具体的な活用方法を含めた周知の工

夫が必要です。 

これらの課題解決を含め，市全体の権利擁護支援システムの推進を図ることを目的に，「芦

屋市権利擁護支援システム推進委員会」を設置し，高齢者が安心して「自分らしく」暮らし

続けることができる地域を目指しています。 
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権利擁護支援センターの主な事業内容 

①権利擁護に関する専門相談 

②虐待等の権利侵害への対応及び権利擁護に関する専門的支援 

③成年後見制度の利用に関する相談等の専門的支援 

④高齢者及び障がい者等の権利擁護の普及啓発に関する広報及び講演会の開催 

⑤権利擁護に関する支援を推進するためのネットワークの構築及び活動 

⑥地域の権利擁護支援の担い手（第三者後見人を含む）の養成及び活動に関する事業

高齢者虐待の通報件数（疑いを含む） （単位：件） 

 H23 年度 H24 年度 H25 年度

通報等の件数 40 33 35

身体的虐待 21 13 24

心理的虐待 11 10 20

介護や世話の放棄・放任 10  9 8

性的虐待 0 0 0

経済的虐待 11 9 5

＊通報月末時点での件数を計上 

＊内訳は重複計上を含む 

権利擁護支援センター相談対応の状況                     （単位：件） 

 H23 年度 H24 年度 H25 年度

相談件数 3,173 2,918 2,746

成年後見制度に関する相談 747 526 457

金銭管理・財産管理に関する相談 178 194 249

生活困窮に関する相談 102 100 253

消費者被害・悪徳商法に関する相談 19 18 7

債務整理・浪費等に関する相談 221 118 201

権利侵害（虐待・ＤＶ等）に関する相談 1,349 749 450

苦情対応・相談 147 70 26

触法行為 28 7 6

相続・遺言に関する相談 81 80 32

その他権利擁護支援 
301

577 241

虐待対応 479 824

＊平成２４年度から「権利侵害(虐待・ＤＶ)に関する相談」「その他権利擁護支援」「虐待対応」の件数について計上 

内訳を変更しています。 
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【施策の方向】 

相談体制の充実及び関係機関との連携  権利擁護支援センターと高齢者生活支援

センターの連携強化による権利擁護支援

の充実を図ります。 

 高齢者の権利侵害への対応について，協働

で課題を解決する取り組みを推進するた

めにトータルサポートの仕組みを通じて，

市役所内の連携を強化するとともに関係

機関や地域等との連携を推進します。 

権利擁護に関する情報提供の強化  権利擁護支援センターと高齢者生活支援

センターの効果的な周知を行います。 

 権利擁護意識を醸成（広報紙やビデオなど

の活用）します。 

 福祉サービス等利用援助事業や成年後見

制度の利用について，普及啓発を強化します。

権利擁護支援システムの構築  「芦屋市権利擁護支援システム推進委員

会」において高齢者の権利を守るための具

体的な支援策を検討します。 

 地域における権利擁護支援の担い手（第三

者後見人など）の養成と活動の場の拡充を

図ります。 

 権利擁護の普及啓発や地域での見守り，権

利侵害の早期発見機能の向上をめざします。

権利擁護の意識を高める取り組みの

推進
 関係機関や専門職員の知識の習得や啓発

を促進します。 

 権利侵害や虐待防止を目的とした本人や

家族，地域市民への啓発を行います。 
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１-６ 認知症高齢者への支援体制の推進 

【現状と課題】 

60歳以上を対象としたアンケート調査では，生活機能評価の結果において，認知症予防・

支援が必要と思われるかたが３割強，将来的な不安を感じているかたが約５割であり，認知

症施策の推進が重要になっています。 

こうした中，本市では，認知症に関する正しい知識の普及・啓発を目的に，市民や市職員

を対象とし講演会，出前講座等を実施し，広報誌やパンフレットによる啓発及び情報提供に

取り組んできました。 

また，地域で暮らす認知症のかたやその家族を応援するため，認知症に関する知識の普及

啓発を行う「認知症サポーター養成講座」を継続的に開催し，これまでの受講者は 5,000

人を超えました。さらに認知症に対する理解を深めるためのステップアップ研修も実施して

います。（平成25年度２回開催） 

認知症サポーター養成講座において，講師を担う「キャラバン・メイト」は，市内で21

名が活動（平成26年 10月現在）しており，各高齢者生活支援センターにも１名以上配置

の体制としています。 

認知症予防については，従来の運動機能向上プログラムに，ゲーム要素を取り入れた運動

を取り入れ，軽度認知症のリスクがあるかたに対応したプログラムとなるよう見直しました。 

認知症高齢者が住み慣れた地域で必要なサービスが利用でき，安心して生活が送れるよう

地域密着型サービスの基盤整備を平成25年度，平成26年度各1か所（計５サービス）行

いました。 

また，徘徊高齢者家族支援サービス，認知症高齢者見守り支援事業を継続して実施すると

ともに，振り込め詐欺や住宅改修にからむ悪質商法等の被害にあわないよう啓発活動，情報

提供にも取り組みました。 

今回実施した市民ワークショップでは，超高齢社会において重要な課題であり，且つ，地

域発信型ネットワークの小地域福祉ブロック会議でも関心の高かった「認知症高齢者への支

援」について取上げ，市民のかたから貴重なご意見をいただきました。 

今後の課題としましては，市民ワークショップにおいて各日常生活圏域で共通して挙がっ

た認知症サポーター養成講座等による人材育成，自治会や民生児童委員，住民等による地域

での見守り対策や連絡体制の整備が必要です。 

これまで実施してきた取り組みの成果や，整備された基盤を一層充実させ，養成された認

知症サポーターが地域のネットワークの中で，認知症高齢者の見守りや早期発見ができるよ

う，活動支援体制を構築していくことが求められています。 
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要介護等認定者における認知症高齢者数の推移 （単位：人） 

 H24 年 H25 年 H26 年 

合計 4,328 100.0% 4,566 100.0% 4,733 100.0%

自立 1,485 34.3% 1,553 34.0% 1,627 34.4%

Ⅰ 704 16.3% 733 16.1% 797 16.8%

Ⅱa 413 9.5% 529 11.6% 513 10.8%

Ⅱb 741 17.1% 818 17.9% 860 18.2%

Ⅲa 535 12.4% 516 11.3% 503 10.6%

Ⅲb 168 3.9% 142 3.1% 159 3.4%

Ⅳ 251 5.8% 253 5.5% 248 5.2%

Ｍ 31 0.7% 22 0.5% 26 0.6%

＊各年１０月１日，認知症自立度分布による集計 

【施策の方向】 

認知症に関する正しい知識の 

普及・啓発
 市民や市職員を対象とした認知症の予防，早

期発見・早期対応等についての講演会や講習

会，出前講座の開催とともに，広報紙による

情報提供やパンフレットの作成等による普及

啓発を充実し，認知症に対する正しい理解の

普及を図ります。 

 保健・医療・福祉関係機関の連携による認知

症予防の効果的な啓発を行っていきます。 

 認知症高齢者・介護家族を支援する人材を育

成するために，認知症サポーター養成講座を

継続実施し，年間1,000人のサポーター養成

を目指すとともに，講師を担うキャラバン・

メイトの養成に努めます。 

認知症支援のためのネットワーク

の構築
 徘徊高齢者の安全を確保するため，徘徊SOS

ネットワークを活用します。 

 徘徊 SOS ネットワークの実効性を高めるた

め，地域住民や関係機関等のネットワークを

活用した認知症徘徊模擬訓練を実施します。

早期発見，相談体制の充実  認知症が疑われるかた，認知症高齢者・介護

家族を複数の専門職が訪問し，初期の支援を

集中的に行うことにより，受診勧奨や自立生

活のサポートを行う「認知症初期集中支援チ

ーム」の整備を検討します。 
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 認知症疾患医療センターや医療機関，介護サ

ービス事業所及び地域の支援機関をつなぐた

め，高齢者生活支援センターに認知症地域支

援推進員を配置します。 

 医療機関，高齢者生活支援センターなどとの

連携による早期発見の仕組みづくりを行います。

 保健センターの電話相談や健康相談事業にお

いて，医師，保健師等専門職による相談を実

施し，必要に応じて専門医療機関への紹介を

行います。 

 高齢者生活支援センターや保健福祉センター

内の関係機関など相談窓口の充実を図るた

め，職員を育成するための研修を充実します。

認知症ケアパスの作成  認知症の在宅支援に関わる医療や介護サービ

スの情報を体系的に整理し，認知症ケアパス

（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）

を作成する体制を整備します。 

認知症高齢者や介護家族への 

支援の充実
 住み慣れた地域で必要なサービスが利用で

き，精神的に安定した生活が送れるよう認知

症対応型通所介護や小規模多機能型居宅介護

など，地域密着型サービスを提供する基盤を

整備します。 

 認知症高齢者や介護家族を支援する徘徊高齢

者家族支援サービス，認知症高齢者見守り支

援事業を継続実施するとともに，利用促進を

強化します。 

 振込め詐欺や住宅改修にからむ悪質商法につ

いて，被害にあわないよう地域での啓発活動

や早期発見のための情報提供を行っていきます。

 若年性認知症や介護家族への支援のための相

談窓口を設置し，状態に応じた適切な支援を

行うための体制整備を検討します。 
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１-７ 日常生活支援の充実 

【現状と課題】 

介護保険サービスを補完する市の一般施策として，ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世

帯，寝たきり・認知症高齢者等を対象とした生活支援，家族介護への支援に関する各種サー

ビスや事業を実施しています。介護保険対象外のかたでも，自立した生活が困難な高齢者が

増加しており，特に軽度生活援助事業や生活支援デイサービスの利用者が増加しています。 

高齢者の自立生活や家族介護を支援する観点から，今後も利用ニーズ等を踏まえた内容の

サービスや介護保険の新しい総合事業との調整も行い，事業の充実に取り組んでいく必要が

あります。

生活支援に関する各種サービス等の実施状況 （単位：件，日，回，人，食，枚） 

  H23 年度 H24 年度 H25 年度

生活支援ホームヘルプサービス 利用件数 1,287 1,168 1,040

生活支援デイサービス 利用日数 106 173 247

生活支援ショートステイ 利用件数 41 54 54

 利用日数 908 1,213 1,220

軽度生活援助事業 利用回数 2,318 2,477 2,500

食の自立支援事業（配食サービス） 利用実人数 337 346 294

 配食数 64,994 55,411 44,336

日常生活用具給付 利用件数 192 180 151

高齢者住宅等安心確保事業 安否確認訪問件数 25,011 21,107 22,474

 相談件数 3,214 1,300 902

 その他 8,241 6,245 7,307

緊急通報システム事業 登録者数 132 113 104

理美容サービス 利用者数 95 89 102

寝具洗濯・乾燥・消毒サービス 利用者数 26 11 15

要援護高齢者外出支援サービス事業 利用枚数 1,012 1,407 1,640

認知症高齢者見守り支援事業 利用件数 0 0 0

成年後見制度利用支援事業 利用件数 2 1 4

徘徊高齢者家族支援サービス事業 登録者数 16 11 10

 検索回数 28 100 748

家族介護用品支給事業 利用件数 284 273 259

家族介護慰労事業 支給者数 1 3 2

【施策の方向】 

高齢者の自立した生活や家族介

護への支援等を目的としたサービ

ス・事業等の充実

 高齢者の生活，寝たきり高齢者・認知症高齢

者，家族介護，住環境整備の支援に向けた各

種サービスや事業の対象者，実施内容につい

て，利用実績や関係機関から寄せられる利用

ニーズ等を踏まえ，内容の調整・充実を図り

ます。

 新たに創設される介護予防・日常生活支援総合事

業に向けた生活支援サービスの充実を検討します。
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在宅生活を支援するサービスや事業 

種類 サービス内容 

生活支援ホームヘルプサービス 生活支援の必要なひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯を対象に，食事

づくりや掃除などの家事援助等を行います。 

生活支援デイサービス 概ね自立した生活をしているものの，入浴等の生活支援が必要な高齢者

を対象に，デイサービスセンターで食事の提供や入浴サービス，機能訓

練を行います。 

生活支援ショートステイ 概ね自立した生活をしているものの，家族不在時でひとりでの生活に不

安がある高齢者，在宅生活を継続するための指導や支援が必要な高齢

者を対象に，養護老人ホームで食事の提供や入浴サービスを行います。

軽度生活援助事業 日常生活援助を必要とする在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の

高齢者が，在宅生活を継続し自立が図れるように，日常生活上の軽易な

援助を行います。 

食の自立支援事業 ひとり暮らし高齢者等で食生活に支障をきたし援助を必要とするかたに対

して，健康で自立した生活を送ることができるように，「食」の自立の観点

から栄養指導や栄養診断，治療食の配食サービスを行います。 

日常生活用具給付 要援護高齢者の在宅生活の継続を図り，自立を支援するため，電磁調理

器・火災報知器・一点杖・リハビリシューズ等の日常生活用具を給付します。

高齢者住宅等安心確保事業 高齢者世話付き住宅（シルバーハウジング）に居住する高齢者の生活面

または健康面の不安に対応するため，生活援助員を派遣し，安全で快適

な生活を送れるように在宅生活を支援します。 

緊急通報システム事業 ひとり暮らし高齢者等で日常生活を営む上で注意を要するかたに，緊急

事態において緊急通報体制の確保や日々の不安の解消を図るため，緊

急通報システムを貸与します。 
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寝たきり高齢者や認知症高齢者を支援するサービスや事業 

種類 サービス内容 

理美容サービス 寝たきり高齢者に対して，保健衛生向上のため，理美容師が訪問して理

美容サービスを行います。 

寝具洗濯・乾燥・消毒サービス 寝たきり高齢者に対して，保健衛生向上を図るとともに，介護者の負担軽

減を行うため，寝具の洗濯・乾燥・消毒サービスを実施します。 

要援護高齢者外出支援サービ

ス事業 

要援護高齢者で，交通機関の利用困難な在宅の寝たきり及び認知症高

齢者の生活行動範囲の拡大，通院や通所の利便性を高めるため，移送

用車両を利用する際の費用の一部を助成します。 

認知症高齢者見守り支援事業 家族等が介護疲れで休息が必要な時，冠婚葬祭，医療機関の受診等で

日常の見守りができない場合，ホームヘルパーの有資格者が訪問して高

齢者の話し相手や見守りを行います。 

成年後見制度利用支援事業 精神上の障がいによって，判断能力が十分でない認知症高齢者等を保

護する成年後見制度の申立てができない場合，市が代わって成年後見

審判の申立てを行います。 

家族介護を支援する事業 

種類 サービス内容 

家族介護用品支給事業 要介護認定の要介護４または５に該当する高齢者を，在宅で介護してい

る家族を対象に，紙おむつ等の家族介護用品を支給します。 

家族介護慰労事業 要介護認定の要介護４または５に該当する高齢者が，過去１年間に介護

保険サービスを利用しなかった場合，家族介護者に対して助成金を支給

します。 

徘徊高齢者家族支援サービス

事業 

在宅で徘徊のみられる認知症高齢者を介護している家族を対象に，高齢

者を早期に発見できる位置情報提供システム機器を貸与します。 
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２ 社会参加の促進と高齢者にやすらぎのあるまちづくり

２-１ 生きがいづくりの推進 

（１）自主的な活動の促進 

【現状と課題】 

本市では，高齢者の生きがい活動支援通所事業を行なっていますが，新規加入者が少なく，

今後，広く周知し，参加者を増やす必要があります。また，あしやYO倶楽部は，高齢者の

仲間づくりや生きがい活動に取り組み，発表会等を行っています。老人クラブは，地域貢献

を念頭に「仲間づくり」等の活動を行う老人福祉増進に寄与する団体として活動を行ってい

ますが，60歳代の新規加入者が少ないことが課題となっています。 

社会福祉協議会に設置されているボランティア活動センターでは，ボランティアの育成や

活動への支援，福祉ニーズとボランティア活動を結びつけるコーディネートが行われており，

ボランティアの活動を広げるため，さらなるコーディネート機能及び相談体制の強化が必要

とされています。 

また，コミュニティ・スクールでは小学校区内の住民相互の連帯感や市民意識・自治意識

を養い，学校を地域の核としたコミュニティの創造，生涯学習の場として活動を行っており，

今後も継続した取り組みを行っていく必要があります。 

本市の協働の拠点であるあしや市民活動センターが平成25年４月15日に公光町に移転

し，新たに「あしや市民活動センター（リードあしや）」としてオープンました。市民活動

等に関する相談，市民活動団体の相互交流とネットワーク支援，市民活動に関する情報の収

集及び提供を行っています。今後は，団塊世代向けの支援メニューの開発が必要と考えてい

ます。

老人クラブの状況 （単位：団体，人） 

  H23 年度 H24 年度 H25 年度 

老人クラブ 団体数 48 47 48

 会員数 3,111 3,050 3,015
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【施策の方向】 

老人クラブ，あしや YO倶楽部への 

活動支援 

 活動費の助成を継続するとともに，活動に役

立つメニューの情報を提供していきます。 

 地域の各種団体やグループとの連携，自主

的な企画運営による参加意欲を促進する

事業の展開，リーダーの養成など，魅力あ

る活動に向けた取り組みを支援していき

ます。 

 健康づくり，介護予防関連事業への参加・

協力の呼びかけをはじめ，多様な機関との

連携を強化し，活動の活発化を支援します。

ボランティア活動の推進  社会福祉協議会によるボランティア活動

の内容や参加方法に関する情報提供の充

実とともに，市の広報紙等をはじめとする

多様な媒体による市民への広報活動を実

施します。 

 社会福祉協議会によるボランティア養成

講座の充実とともに，市の保健福祉事業と

の連携によるボランティア活動の場の拡

大を図ります。 

 社会福祉協議会に設置されているボラン

ティア活動センターのコーディネート機

能及び相談体制を強化します。 

コミュニティ・スクールの活動支援  小学校区内の住民相互の連帯感や市民意

識・自治意識を養い，学校を地域社会の核

としたコミュニティの創造，生涯学習の場

として，コミュニティ・スクール活動を推

進し，運営に関する費用の助成を行います。

市民活動団体の支援とあしや市民活

動センター（リードあしや）の活動推進

 NPO 及びボランティア活動等の地域の課

題解決を行う市民活動に関する相談等の

事業を行い，自立的な活動を支援します。

 市民活動団体の相互の交流とネットワー

ク支援事業を行い，生きがいづくりを推進

します。 

 市民活動に関する情報の収集及び提供を

行い，高齢者が参画しやすい環境づくりを

行います。 
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（２）生涯学習の推進 

【現状と課題】 

本市では公民館事業として満60歳以上のかたを対象とした学習の場である「芦屋川カレ

ッジ」や「芦屋川カレッジ大学院」が設置され，多くの高齢者が参加され，学習活動が続け

られています。また，受講者同士の仲間づくりの場としてOBによる学友会を結成するなど

活発に活動が行われています。また，公民館の他の事業でもさまざまな企画により高齢者の

学習意欲の向上に努めています。 

 今後も高齢者の学習ニーズに応じた学習内容の充実や，参加しやすい学習機会の創出を図

るとともに，参加者のみのつながりではなく，学習成果を地域活動等へ活かせる仕組みづく

りや参加者が地域で活躍できる場の提供等も含めて，幅広い関係機関との連携を進めていく

必要があります。 

また，高齢者の学習ニーズに応じた学習の機会の創出を図るとともに，より気軽に参加い

ただける体制づくりを行っていきます。 

【施策の方向】 

生涯学習に関する情報提供の充実  広報紙やホームページを活用した生涯学

習に関する情報の提供を強化します。 

 幅広い市民層における学習意欲の高揚を

図ります。 

芦屋川カレッジ，芦屋川カレッジ大学院

の充実 

 高齢者のニーズに即した学習内容となる

よう，ニーズの把握や企画の調整等に努め

ます。 

 受講者における修了後の自主的な活動等

を支援するために，必要な情報の提供や他

の関係機関との連携を強化します。 

 受講者が生きがいづくりや地域でリーダ

ーとして活躍できる仕組みを構築します。

 地域づくりをテーマとした学習内容を導

入し，地域への貢献や地域活性化等の重要

性の啓発を図ります。 

公民館講座や講演会などの充実  定期的な高齢者ニーズの把握による企画

内容を充実し，参加者の増加を図ります。
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多様な学習機会の創出  マスコミや博物館との共同企画，地元に密

着した音楽会の開催など，気軽に参加でき

る学習機会を充実します。 

 各種メディア等を活用して，多様な方法に

よる学習機会の創出を検討します。 

（３）スポーツ活動等の推進 

【現状と課題】 

高齢者の運動・スポーツに関する取り組みとして，スポーツリーダーの発掘と養成を目的

とした認定講習会の開催や，身近で気軽に楽しく，継続できるプログラム（簡易体力測定，

ウォーキング，グラウンドゴルフや公式輪投げなどのニュースポーツ）などをすすめていま

す。今後，高齢者の増加を見据えた参加しやすいプログラムの開発やその指導者の養成が必

要となります。さらに広く活動を周知し，高齢者が気軽にできるニュースポーツや健康づく

りの支援が必要です。また，スポーツリーダーが地域で活動するための仕組み作りが必要と

なります。 

【施策の方向】 

スポーツリーダーやスポーツボランテ

ィアの育成及び活動機会の充実 

 スポーツリーダー認定講習会，スポーツボ

ランティアバンク（ボランティア登録）を

継続実施します。 

 活動内容の広報等による周知や関係機関への

呼びかけを強化し，活動機会を拡充します。

スポーツ・レクリエーション活動の 

推進 

 体力づくり，仲間づくり，生きがいづくり

のために，ニュースポーツ・レクリエーシ

ョン市民啓発事業を継続実施し，スポーツ

の定期的実施率の向上，生涯スポーツの推

進を図ります。 

 幅広い関係機関による連携のもと，気軽に

参加できるニュースポーツや，世代間の交

流もできるファミリースポーツ，レクリエ

ーション活動等の研究に取り組みます。 

健康遊具の活用促進  遊具の更新時に，近隣住民のニーズを把握

した上で，ニーズに即した健康遊具の設置

に努めます。 
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 公園の健康遊具ガイドマップや公園お楽

しみガイドブックを周知し，施設の有効活

用を図ります。 

スポーツ・レクリエーション施設の 

充実 

 多様なスポーツニーズに応えられるよう，

プールやスポーツ公園，体育館，テニスコ

ートなど，既存のスポーツ施設の利便性と

快適性の確保に努めます。 

 誰もが気軽に利用できるよう公園やウォ

ーキングコース等の整備，充実について検

討します。 

（４）生きがい活動支援の充実 

【現状と課題】 

日常生活での楽しみについて，60歳以上調査では，どの年齢区分も「趣味の活動」，「旅

行」，「買物」が上位をしめていますが，60 歳～64 歳では「働くこと」と回答したかたが

他の年齢区分より高くなっています。 

日常生活での楽しみは，生きがい活動へと繋がり，日々の充実感を得るものと考えられま

すが，若年層の高齢者が「働くこと」を楽しみと捉えていることは，生きがいを持てる活動

機会の拡大を図る際に，必要な要素となっています。 

生きがいづくりに関する取り組みは，行政内部の多岐に渡る部署がそれぞれの領域で実施

されており，高齢者部門においては生きがい活動事業として，地域における活動，老人クラ

ブ活動，スポーツ，趣味及び文化活動等の社会参加の機会を促進するため，バス運賃割引証

の発行や，高齢者生きがい活動支援通所事業等の実施を行っています。 

今後は，高齢者の心と身体の健康に大きく影響する生きがいづくりの推進について，行政

内部はもとより多様な関係機関や団体等が連携して取り組むことが重要です。また，高齢者

バス運賃助成事業，高齢者生きがい活動支援通所事業，各種生きがい行事など，幅広い視点

から高齢者の社会参加を促進する事業を継続していくことも必要です。 

生きがいづくりを支援する各種事業の実施状況    （単位：人，回） 

  H23 年度 H24 年度 H25 年度 

高齢者ﾊﾞｽ運賃助成事業 発行件数 1,235 1,491 1,330

高齢者証明書の発行 発行者数 219 249 233

高齢者生きがい活動支援通所事業 
実施回数 213 235 263

参加者数 2,979 3,121 3,563

はり・灸・あんま・マッサージ・指圧・施術

費助成事業 
発行者数 586 822 662

敬老祝金支給事業 対象者数 341 318 393
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【施策の方向】

全庁的な生きがい推進体制の充実  高齢者福祉の分野からみた生きがいづく

りだけでなく，健康づくり，社会教育，ス

ポーツ，地域福祉など，各分野で実施され

ている取り組みが効果的に展開されるよ

う，高齢者の生きがいづくり事業を行って

いる部署との意見交換や推進体制を検討

します。 

生きがいづくりの支援強化  参加者をより拡充するよう，広報やホーム

ページ等による生きがいづくりへの参加

の呼びかけに努めます。 

 各種講座やイベントの情報，サークル・団

体等による活動状況など，生きがいづくり

に関する総合的な情報提供や相談体制の

強化を図ります。 

 地域における市民活動や各種団体等の地

域における市民活動や各種団体等の連携

を推進し，地域発信型ネットワークでのイ

ンフォーマル支援者の養成につなげてい

きます。 

活動場所の充実  住民相互のふれあいと自治会の会議等の

地域コミュニティ活動を推進する観点か

ら，各地区にある集会所の和室の洋室化や

バリアフリー化を進め，老人憩の場やその

他の部屋を生きがいづくりの活動場所と

して充実を図ります。 

 潮見小学校と朝日ヶ丘小学校の余裕教室

を活用した「ゆうゆう倶楽部」について，

広報紙等による情報提供や関係機関への

呼びかけを行い，多様な団体・グループの

活動場所としての活用を図ります。 

高齢者の社会参加を促進するための

事業の充実 

 高齢者バス運賃助成事業，高齢者生きがい

活動支援通所事業など，老人クラブ活動，

スポーツ，趣味や文化活動・就労など社会

参加の促進を支援する各種事業について，

必要な見直しや拡充を行います。 
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生きがいづくりを支援する事業 

種類 サービス内容 

高齢者バス運賃助成事業 市内に住所を有する満 70 歳以上の高齢者を対象に，市内

を運行する阪急バス路線において，所定の運賃の半額で乗

車できる高齢者バス運賃割引証を発行します。 

高齢者証明書の発行 県内・市内の指定公共施設，公共的施設，興行施設を割引

料金で利用できる高齢者証明証を発行します。 

高齢者生きがい活動支援通所事業 閉じこもりがちな高齢者を対象に，健康体操や陶芸，手芸，

絵画等の趣味活動のサービスを提供します。 

各種生きがい行事 高齢者のつどい（演芸フェスティバル），敬老会，100 歳高齢

者福祉事業，高齢者スポーツ大会を開催します。 

はり・灸・あんま・マッサージ・指圧・施術費助成

事業 

70 歳以上のかたを対象に，はり・灸・あんま・マッサージ・指

圧の施術費の一部を助成します。 

敬老祝金支給事業 敬老の日を記念し，88歳，100歳のかたにお祝いとして敬老

祝金を支給します。 

２-２ 就労支援の充実 

【現状と課題】 

60 歳以上のアンケート調査では，現在，収入がある仕事をしているかたは，29.8%で，

今後，収入のある仕事を希望するかたは，17.3%となっています。また，現在の職業又は

希望する職業は，専門職や技術職が 25.7%と最も多く，働きかたで重視する条件として，

経験や知識を生かせる仕事が，55.2%（複数回答）を占め，次いで自分の体力に合った仕

事が，53.0%（複数回答）となっています。 

本市では，定年退職者等の高年齢退職者の希望に応じた臨時的かつ短期的な就労に係る就

労の機会を確保し，組織的に提供する公益社団法人であるシルバー人材センターの運営費補

助を継続実施し，市の事業を委託しています。また，シルバー人材センターの登録会員を対

象とした講習会等の実施に取り組んでいます。シルバー人材センターでは，家事援助サービ

スをはじめ，外出同行，庭の除草及び植木の手入れ，散水，墓掃除，大工，塗装・左官，障

子・網戸の張替えなど，高齢者の技能・知識・経験を活かした多岐に渡る活動が行われてお

り，会員数，受注額ともに増加傾向にあります。しかし，希望する仕事が見つからない等の

意見もあり，新規受注事業の拡大等が課題となっています。 

今後は，シルバー人材センターも含め，高齢者のニーズに合った職種や就労形態を検討し，

多様な就労を支援しながら，就労機会の確保を図っていくことが重要な課題となっています。 



114 

シルバー人材センターの活動状況           （単位：人，件，円） 

 H23 年度 H24 年度 H25 度 

会員数 889 970 985

受注件数 2,893 3,207 3,400

受注額 349,765,275 374,216,491 395,767,883

【施策の方向】 

シルバー人材センターの充実  市によるシルバー人材センターの運営費補

助を継続実施します。 

 高齢者活用子育て支援事業や軽度生活援

助事業等の委託を継続します。 

 活動内容のPRによる登録会員の拡大を図

るとともに，新規受注事業の拡大に向けた

企業や地域への働きかけに努めます。 

 登録会員を対象とした技能講習等をサポ

ートしていきます。 

 シルバーワークプラザで行っているシニ

アパソコン講座，様々な講習会を開催しま

す。 

 高齢者の就業に関する情報の収集及び調

査研究を実施します。 

 センターを窓口とした有料職業紹介事業

や派遣事業を実施します。 

高齢者の就労機会の拡充  地域の実状に応じた多様な「人づくり」に

より高齢者の潜在力を引き出し，就労機会

の拡充を図ります。 

多様な就労の促進  広報紙やパンフレット等の活用による高

齢者雇用に関する助成制度等を周知し，企

業への高齢者雇用の啓発を強化します。 

 ハローワーク西宮（西宮公共職業安定所）

が作成した中高年求人情報を，市役所をは

じめ主要な公共施設の窓口で提供し，就職

活動を支援します。 
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２-３ 住環境の整備 

【現状と課題】 

要介護等認定者調査では，介護を受けたい将来の住まいとして，「現在の居宅」が60.6%

と最も多く，次に「特別養護老人ホーム」が 10.9%と続いています。また，60 歳以上を

対象としたアンケート調査でも「現在の居宅」が 55.0%で，次に「サービス付き高齢者向

け住宅」11.1%，「特別養護老人ホーム」7.6%となっており，いずれも多くのかたが在宅

での生活を望まれています 

また，要介護等認定者調査では，在宅での生活で充実してほしいと希望される項目では，

「災害時にも地域の対応がしっかりしていて，安心して暮らせること」が 40.4%と最も多

くなっており，「夜間の訪問介護など 24 時間体制の安心できるサービスがあること」が

38.5%と続いています。 

本市では，住宅改造費助成事業や老人居室整備資金貸付制度を実施しており，平成23年

度からは分譲共同住宅共用部分のバリアフリー改修助成事業を創設し，長寿社会に対応した

住まいづくりの実現を目指しています。 

また，公営住宅である市営住宅では，住宅困窮者登録採点基準の配点により，高齢者世帯

における優先入居を支援しています。 

高齢者にとって良質な住まいを確保する観点から，高齢者向け住宅の環境整備を関係機関

に要請し，更なる戸数確保策と相談支援体制の整備が求められています。公営住宅では入居

者の高齢化が特に進んでおり，住宅の建て替え・改修等により，バリアフリー化を行うなど

高齢者にとって住みやすい住宅整備を行っていく必要があります。また，多様な住まいの形

態がすすんできていることからサービス付き高齢者向け住宅を含め，高齢者が適切に選択で

きる情報の提供が必要です。 

住環境の整備に関する福祉サービスの実施状況 （単位：件） 

  H23 年度 H24 年度 H25 年度 

住宅改造費助成事業 利用件数 30 22 26

老人居室整備資金貸付制度 利用件数 0 0 0

分譲共同住宅共用部分 

バリアフリー改修助成事業
利用件数 0 3 2
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【施策の方向】 

公営住宅の充実  「芦屋市営住宅等ストック総合活用計画」

に基づく，既存市営住宅の建替えや改修等

を計画的に取り組み，高齢者が暮らしやす

い住宅を確保します。 

 見守りや相談体制の整備など，入居者の高

齢化への対応策を関係機関で検討します。

 既存の住宅から公営住宅への高齢者の住

み替えニーズが高まっていることを踏ま

え，高齢者向け住宅の環境整備を関係機関

に要請していきます。 

多様な住まいの情報の提供・支援  高齢者の健康面での不安や身体機能の低

下等に対し，シルバーハウジングやコレク

ティブハウジング，シニア向け住宅，ケア

ハウス，サービス付き高齢者向け住宅など

についての情報の提供を行います。 

 施設での生活を希望するかたについては，

有料老人ホームや認知症対応型共同生活

介護，老人福祉施設などがあり，その情報

の提供に努めます。 

住環境整備への支援  在宅での住まいづくりでは，住宅改造費助

成事業（特別型）に加え，住宅改造費助成

事業（一般型）を利用できるようにします。

住宅改造費助成事業（特別型・一般型）や

老人居室整備資金貸付制度や分譲共同住

宅共用部分のバリアフリー改修助成事業

について広報紙やホームページで周知し，

利用促進を図ります。 
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住環境の整備を支援する事業 

種類 サービス内容 

住宅改造費助成事業 身体機能が低下し，日常生活に支障が出てきたために住宅改造

が必要な場合，既存住宅を改造する費用の一部を助成します。

老人居室整備資金貸付制度 60歳以上の高齢者と同居を予定する世帯が，高齢者の居室を

整備するために住宅を新築又は増改築する際に資金の貸付を

行います。 

分譲共同住宅共用部分バリ

アフリー改修助成事業 

既存の分譲共同住宅の共用部分を高齢者及び障がい者に対応

したものに改修する経費を助成します。 

２-４ 防犯・防災対策と災害時支援体制の整備 

【現状と課題】 

 “地域の安全は地域自らが守る”との意識のもと，平成26年 10月 1日現在59団体が

「まちづくり防犯グループ」として結成され，防犯パトロールや子どもの見守り活動などの

防犯活動や美化活動など，安全で快適な暮らしの実現を目指した活動を行っています。また，

芦屋警察署，防犯協会の協力のもとに，地域ぐるみによる防犯活動にも取り組んでおり，街

頭犯罪の件数は減少しています。各防犯グループとも活動内容が定着化してきているものの，

構成員の高齢化が進んでおり，若い世代の加入が課題となっています。 

一方，空き巣対策や振り込め詐欺など，高齢者が被害に遭いやすい犯罪については，高齢

者が詐欺などに遭わないように広報紙や出前講座等で啓発を実施しています。また，高齢者

の身近な相談窓口である高齢者生活支援センター，居宅介護支援事業所に情報提供し，注意

喚起を行っています。 

犯罪防止については，ケーブルテレビの活用による啓発も行っていますが，高齢者が日々

の暮らしの中で悪質商法等の被害に遭わぬよう，具体的な対応策の検討とともに，重要とな

る地域コミュニティの更なる活性化を推進する必要があります。 

今後も，市民の自主的な防犯活動を支援するとともに，まちづくり防犯グループによる連

絡協議会や，関係機関で構成される「生活安全推進連絡会」等を通じて，市民の防犯意識の

高揚と活動の活性化を図っていくとともに，関係機関の細やかなネットワーク作りが重要です。 

また，災害時支援体制の整備について，各自治会の構成員等が中心となった「自主防災会」

の組織化を進めており，現在の組織率は市全体の 90％以上となっています。また，要援護

者台帳については，平成 25 年度から民生児童委員のもと，各戸訪問により，個別避難支援

計画を含めた「緊急・災害時要援護者台帳」を整備し，高齢者生活支援センターをはじめ，

社会福祉協議会等との関係機関での共有を図ってまいりました。また，平成26年１月には，

個別避難計画に記載された地域支援者による要援護者避難支援モデル訓練を行い，同年８月

には福祉避難所の開設訓練において，要援護者の搬送訓練を実施しました。 

一方，一部の地域においても要援護者の避難訓練を取り入れた防災訓練も行われています。

しかし，災害時緊急時の対応について，アンケート調査によると，要介護等認定者では，「1
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人で避難できない」と回答されたかたが，約 60％あり，全体の支援体制を早期に構築する

必要があります。 

国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」や，県の「災害時要援護者支

援指針」に基づく，「（仮称）芦屋市災害時要援護者避難支援計画」の策定を定め，要援護者

への情報伝達や避難支援などの避難訓練を風水害，土砂災害等も想定して実施し，支援体制

の整備を行い，災害に強いまちづくりを行っていくことが必要です。 

【施策の方向】 

地域における防犯体制の推進  地域ぐるみで防犯に取り組めるよう，啓発

を行うとともに，ひとり暮らし高齢者等に

対する老人クラブによる友愛訪問や見守

り活動の促進を図ります。 

 市全域で結成されたまちづくり防犯グル

ープの活動を支援するとともに，活動内容

の充実に向けたグループ間での情報交換

の場づくりを行います。 

 関係機関によって構成される「生活安全推

進連絡会」等を通じ，市民の防犯意識の高

揚を図ります。 

悪質な犯罪からの被害防止  高齢者等が新たな手口の悪質商法や振込

め詐欺などにあわないよう，広報紙や出前

講座等で啓発に努めます。 

 クーリング・オフ制度などの活用方法，消

費生活相談の窓口の周知を強化します。 

 民生児童委員，地域発信型ネットワーク等

を活用した被害の予防や早期発見の仕組

み，相談体制について，幅広い関係機関の

連携による支援を行います。 

災害時における支援体制の整備  地域防災力の向上や地域コミュニティの

活性化の観点から，自主防災組織の全市域

での結成を継続して取り組みます。 

 地域防災訓練等への高齢者の参加者の拡
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充に努めます。 

 緊急・災害時要援護者台帳を継続的に更新

し，個人情報の保護に留意して障がい福

祉，消防，防災などの分野で要援護者台帳

の活用や共有を図ります。 

 要援護者避難支援プランの策定のほか，個

別避難支援計画を推進し，要援護者への情

報伝達や避難支援・福祉避難所の設置運営

などの訓練の実施を行います。 

 津波や土砂災害・風水害発生時の自主的な

避難行動の必要性及び一時避難施設の周

知などについて啓発や訓練を行います。 
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３ 総合的な介護予防の推進 

３-１ 地域支援事業の推進 

【現状と課題】 

介護予防センターでは，本市の高齢者が自由に利用できるようセンターを開放し，マシン

トレーニングができる環境の整備と，グループエクササイズのプログラムを提供するととも

に，要支援や要介護の状態になるおそれのあるかた（二次予防事業対象者：すこやか高齢者）

を対象とした，運動器の機能向上，栄養改善，口腔機能の向上等の支援を通所型の介護予防

教室「すこやか教室」として実施してきました。また，福祉センターにある水浴訓練室を活

用した水浴訓練による介護予防事業も行っています。更に，高齢者生活支援センターや老人

福祉会館等，市内各所で全ての高齢者を対象とした介護予防事業（一次予防事業）「さわやか

教室」を実施しています。 

平成 22 年７月に介護予防センターを開設して以降，平成 26 年７月末現在で，登録者数

2,163 人，利用者延べ人数 78,374 人で，その数は年々増加しています。ご利用者には，

運動機能の向上を図ることはもとより，運動や健康について等共通の話題を通じて，コミュ

ニケーションの場としても活用いただいています。 

今後は，元気高齢者（一次予防事業対象者）と二次予防事業対象者を分け隔てなく予防事

業を行い，人と人とのつながりを通じて，効果的・効率的な介護予防事業を推進します。 

また，自主活動グループの発足を支援するなど，より多くのかたが継続的な介護予防の取

り組みを行えるよう支援します。 

また，市内 38 か所の公園に健康遊具を設置し，身近な所で介護予防活動ができるよう環

境を整えており，引き続き，設置遊具の有効活用のための普及啓発が必要です。 

平成 27 年度の介護保険の制度改正では，新たに介護予防給付のうち訪問介護と通所介護

が地域支援事業に移行され，新たに「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下，「新しい総

合事業」という）として実施することが示されています。 

本市では，国が策定したガイドライン等を参考に事業内容や運営方法の検討等準備を進め，

平成29年４月の事業開始を目指します。 

新しい総合事業については，要支援者や介護予防・日常生活支援サービス事業対象者への

柔軟な対応と事業の開始に向けた準備が課題となります。新しい総合事業は介護予防・生活

支援サービス事業（対象：要支援者，介護予防・日常生活支援サービス事業対象者）と一般

介護予防事業（対象：第１号被保険者）から構成され，現行の訪問介護等に相当するサービ

スのほか，地域住民，ボランティア，ＮＰＯ，民間企業等の多様な主体によるサービス提供

が期待されています。 

平成 29 年度の実施に向けて，平成 28 年度上期までに，事業移行のためのサービスの内

容と基準，単価・利用者負担・給付管理，担い手の発掘と育成等，新しい総合事業のための

受け皿を整備することが求められます。 



121 

二次予防事業対象者把握事業の実施状況                           （単位：人） 

H24 年度 H25 年度 

基本チェックリスト配布対象者 
65 歳以上の要介護認

定を受けていないかた 

70～79 歳の要介護認

定を受けていないかた 

基本チェックリスト配布数 18,870 9,437

基本チェックリスト回答数 12,918 8,072

有効回答率  68.5% 85.5%

二次予防事業対象者数 3,975 1,977

   うち運動機能向上該当者 2,285 991

   うち栄養改善該当者 224 154

   うち口腔ケア該当者 2,484 1,323

二次予防事業対象者の回答者に占める割合 30.8% 24.5%

＊二次予防事業対象者把握事業（基本チェックリストの配布による対象者把握）については，平成２４年度と 

２５年度の２年間実施。 

二次予防事業対象者のすこやか教室の参加状況                    （単位：人） 

H24 年度 H25 年度 

二次予防事業参加者 38 70

二次予防事業対象者に占める割合 0.9% 3.5%

一次予防事業の実施状況                             （単位：回，人） 

H24 年度 H25 年度 

開催・実施 

回数 
延参加者数等

開催・実施

回数 
延参加者数等

パンフレットの作成・配布 4 12,887 16 15,670 

講演会等 11 158 28 708 

介護予防教室等 297 3,251 343 3,814 

介護予防センターの利用状況 （単位：人/年） 

実績 
目標値 

 計画期間 

H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度

新規登録者人数 304 300 300 300 300

利用延べ人数 20,816 20,866 20,916 21,966 22,016
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【施策の方向】 

一般介護予防事業の推進  全ての高齢者を対象に，健康教育や健康相

談の場を活用して介護予防の普及啓発を

行い，高齢者生活支援センターが中心とな

って，各地域でも介護予防の普及啓発を行

います。 

 閉じこもり，認知症，うつ等のおそれのあ

るかたなど，一般介護予防教室に通うこと

が困難な高齢者を対象とした訪問型介護

予防プログラムを継続実施します。 

 介護予防の重要性を周知し，事業への参加

を促します。 

 全ての高齢者を対象に，体操や音楽療法，

水浴訓練による介護予防事業を継続実施

します。 

介護予防センターの活用の促進  介護予防センターの周知に取り組み，自主

的な介護予防への取り組みを推進します。

介護予防センターにおいて，介護予防に関

する知識の普及啓発を行います。 

介護予防事業の評価  より効果的な事業展開が行えるよう，事業

の参加状況や実施プロセス，効果などを毎

年評価します。 

 介護予防事業の実施主体と高齢者生活支

援センターが連携し，事業の参加状況や実

施プロセス，人材・組織の活動状況を毎年

評価します。 

住民主体の介護予防活動への支援  高齢者が主体的かつ継続的に介護予防に

取り組めるよう，地域活動の情報提供や住

民グループの育成と介護予防活動の支援

に取り組みます。 

 健康遊具マップを活用し，地域での介護予

防活動の実践を推進します。 
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介護予防ケアマネジメントの推進  一人ひとりの状態に応じ，自立に向けた介

護予防を進めるために，介護予防事業や介

護保険サービスの予防給付，他のインフォ

ーマルなサービス等との継続性整合性を

図りながら，一貫したサービス体系のもと

で介護予防ケアマネジメントを継続実施

します。 

介護予防・日常生活支援総合事業の

実施にむけた準備・検討 
 事業の実施に際し，十分な内容の検討と準

備を行います。 

 訪問型サービス及び通所型サービスにお

いて，現行サービス相当でない「多様なサ

ービス」のモデル事業を実施します。 

 モデル事業の結果を踏まえ，実施するサー

ビスの種類，基準，実施方法を検討します。

 事業の担い手の発掘・育成を行います。 

 事業実施に必要なシステム等の給付事務

処理方法の検討・準備を行います。 

 近隣市町と調整しながら，サービス単価の

設定を行います。 

＊平成29年度に事業を開始します。 

任意事業の実施  介護保険サービスを利用した際の介護給

付費の通知や，家族介護への支援など，以

下の各事業を地域支援事業の任意事業と

して継続実施します。 

-介護給付等費用適正化事業 

-認知症高齢者見守り支援事業 

-家族介護用品支給事業 

-家族介護慰労事業 

-徘徊高齢者家族支援サービス事業 

-介護相談員派遣事業 
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任意事業（地域支援事業）の推計値                              （単位：回，件/年） 

実績 
推計値 

 計画期間 

H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度

介護給付等費用 

適正化事業 

回数 2 2 2 2 2 2

通知数 7,027 6,803 7,050 7,100 7,150 7,050

認知症高齢者見守

り支援事業 
件数 0 0 1 1 1 1

家族介護用品支給

事業 
件数 273 259 260 270 280 300

家族介護慰労事業 件数 4 2 3 3 3 2

徘徊高齢者家族支

援サービス事業 
件数 11 10 12 12 12 15

高齢者住宅等安心

確保事業 

安否確

認訪問

件数 

24,107 22,474 23,000 23,000 23,000 22,000

相談件

数 
1,300 902 800 750 700 700
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３-２ 介護保険サービスによる予防給付 

【現状と課題】 

前回のアンケート調査結果では，要介護等認定者のうち，軽度者（要支援１・２）の認定

結果に対する満足度について，「やや不満」や「不満」と回答したかたが，約３割でしたが，

今回調査では 15.9%と，前回調査より減少しており，認定区分に関する理解が浸透してき

ていると考えます。 

本市では，適正な審査判定を行うため，審査会委員に対し，兵庫県主催の審査会委員研修

の受講を奨め，本市主催の介護認定審査会全体会の開催に取り組み，審査会委員のスキルア

ップや審査判定の平準化を図りました。 

また，利用者本人の生活機能の向上に対する意欲を高め，できるだけ自立した日常生活が

営まれるよう，目標指向型のケアプランによる生活の質の向上を図るため，要支援者のケア

プラン作成者に，年１回介護予防ケアマネジメント研修を受講することを要件としています。

更に，ケアプランチェックを実施し，利用者の自立支援に結びつく適切な介護予防プランと

なるよう必要に応じて指導・助言を行っています。 

今後も，介護認定審査会における審査手順の共有化，個々の委員や合議体間の審査手法の

平準化を継続的に進めます。 

主な居宅サービス（予防給付）利用量の推移                          （単位：人・回/月） 

 H24 年 4 月 H24 年 10 月 H25 年 4 月 H25 年 10 月

介護予防訪問介護 人数 763 779 769 790

介護予防通所介護 人数 372 438 435 473

介護予防通所リハビリテーション 人数 60 54 63 81

介護予防訪問看護 回数 4.2 4.8 4.5 4.7

   ※介護予防訪問看護のみ１人あたり利用回数
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居宅サービス（予防給付）利用量の検証 （単位：人/年，回/年，日/年） 

第 5 期計画値 実績 計画値と実績の比較 

H24 年度 H25 年度 H24 年度 H25 年度 H24 年度 H25 年度 

介護予防訪問介護 人数 8,875 9,314 9,270 9,450 104.5% 101.5%

介護予防訪問入浴

介護 

回数 0 0 0 21 0% 皆増

人数 0 0 0 4 0% 皆増

介護予防訪問看護
回数 3,367 3,565 5,799 5,890 172.2% 165.2%

人数 879 929 1,309 1,394 148. 9% 150.1%

介護予防訪問 

リハビリテーション 

回数 1,727 1,846 432 748 25.0% 40.5%

人数 180 192 92 161 51.1% 83.9%

介護予防居宅療養

管理指導 
人数 481 506 435 495 90.4% 97.8%

介護予防通所介護 人数 4,316 4,541 5,011 5,551 116.1% 122.2%

介護予防通所 

リハビリテーション 
回数 852 901 689 914 80.9% 101.4.%

介護予防短期入所

生活介護 

日数 978 1,044 676 627 69.1% 60.1%

人数 167 178 142 129 85.0% 72.5%

介護予防短期入所

療養介護 

日数 155 166 143 73 92.3% 44.0%

人数 13 14 15 14 125.0% 100.0%

介護予防特定施設

入居者生活介護 
人数 619 657 689 818 111.3% 124.5%

介護予防福祉用具

貸与 
人数 4,287 4,530 6,254 6,828 145.9% 150.7%

特定介護予防福祉

用具販売 
人数 190 200 204 160 107.4% 80.0%

住宅改修 人数 165 173 198 217 120.0% 125.4%

介護予防支援 人数 13,253 13,930 14,381 15,167 108.5% 108.9%
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予防給付のサービス目標量 （単位：人/年，回/年，日/年） 

実績 
推計値 

 計画期間 

H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度

介護予防訪問介護 人数 9,270 9,450 9,660 9,804 10,092 4,944

介護予防訪問入浴介護

回数 0 21 0 0 0 0

人数 0 4 0 0 0 0

介護予防訪問看護 

回数 5,799 5,890 6,298 6,599 6,929 7,110

人数 1,309 1,394 1,608 1,836 2,088 2,352

介護予防訪問リハビリ

テーション 

回数 432 748 925 1,144 1,411 1,699

人数 92 161 180 216 240 276

介護予防居宅療養管理

指導 
人数 435 495 636 792 972 1,140

介護予防通所介護 人数 5,011 5,551 6,132 6,732 7,440 3,144

介護予防通所リハビリ

テーション 
人数 689 914 1,224 1,560 1,944 2,328

介護予防短期入所生活

介護 

日数 676 627 433 302 174 174

人数 142 129 96 60 36 36

介護予防短期入所療養

介護 

日数 143 73 18 62 62 62

人数 15 14 12 36 48 60

介護予防特定施設入居

者生活介護 
人数 689 818 960 1,272 1,416 1,860

介護予防福祉用具貸与 人数 6,254 6,828 7,728 8,580 9,612 10,608

特定介護予防福祉用具

販売 
人数 204 160 180 192 204 216

住宅改修 人数 198 217 204 192 180 156

介護予防支援 人数 14,381 15,167 15,660 16,200 16,968 17,628
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【施策の方向】 

対象者の選定  「芦屋市介護認定審査会」において，高齢

者の状態の維持，改善可能性の観点を踏ま

えた基準に基づく審査を行い，その結果を

踏まえて市が決定します。 

 認定結果に対する理解を高めるために，要

支援１・２の認定区分に関する説明の充実

に努めます。 

介護予防ケアマネジメントの充実  利用者本人の生活機能の向上に対する意

欲を高め，利用者の自立支援に結びつく適

切な介護予防プランになるよう，ケアマネ

ジメント研修や，プランチェックを行い，

必要に応じて指導・助言を行います。 

 利用者がどのようになりたいかという目

標を設定し，目標指向型のプランによる，

生活の質の向上を図ります。 

 利用者本人の生活機能の低下の原因や状

態にも着目しながら，高齢者生活支援セン

ターが介護予防ケアマネジメントを行い

ます。 
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４ 介護サービスの充実による安心基盤づくり 

４-１ 介護給付適正化の推進強化 

【現状と課題】 

介護給付の適正化を図ることは，介護保険制度の信頼感を高めるとともに，介護給付費や

介護保険料の増大を抑制することにつながります。本市では，介護給付適正化を推進するた

め，制度に関する情報提供や広聴，介護サービス事業者に関する情報公開の充実，ケアマネ

ジャーへの支援，不正・不適正なサービス提供の把握に努めています。 

介護保険制度に関する情報については，市民向けパンフレットや市ホームページで周知し

ており，出前講座等を通じてサービス利用方法等を正しく理解していただく機会を設けてい

ます。また，自治会，老人クラブ，民生児童委員，高齢者生活支援センター，市内居宅介護

支援事業所，市職員が参加する地域での会議においても周知を行っています。 

介護サービス事業者に関する情報については，介護サービス事業者に自己評価の実施や第

三者評価の受審を促進しており，その情報については，芦屋市のホームページ等で公開して

います。 

ケアマネジャーへの支援は，高齢者生活支援センターの主任ケアマネジャーによる支援方

針や支援内容の助言，同行訪問等のほか，ケアマネジャーを対象としたスキルアップのため

の研修や助言・指導を継続的に実施しています。 

不正・不適正なサービス提供の把握については，利用者に介護給付費の通知を送付し，事

業者には，ケアプランチェックや実地指導，県と合同監査を行っています。 

また，国民健康保険団体連合会（国保連）のシステムを活用して得られた情報を元に，事

業所に対して請求内容の確認依頼を定期的に実施し，給付費の返還等も含め適正な給付が行

われるよう，事業所への指導を実施しています。 

課題としましては，高齢者や家族に必要な情報が適切に届くよう，超高齢社会を見据えた

情報提供のありかたについて検討し，情報提供を充実するとともに，市民のサービスの選択

性を確保することが重要です。 

今後も広い観点から介護給付の適正化を推進し，介護保険制度への市民の信頼をより一層

高めていくことが求められています。 

【施策の方向】 

介護保険制度と相談窓口の周知  市の広報紙やパンフレットの活用など，多

様な方法による介護保険制度と高齢者生

活支援センターや市担当課等の相談窓口

の継続的な周知に取り組みます。 

 高齢者生活支援センターの存在を誰もが
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知ることができるよう，地域の掲示板，医

療機関，薬局，商店等の生活に身近な場所

でポスターの掲示等を行うとともに，幅広

い関係機関や団体等との連携による効果

的な周知を行います。 

介護保険サービス事業者における 

第三者評価等の情報公開の充実 
 介護サービス事業所が実施した事業の自

己評価や第三者評価の結果及びその他の

情報を，市民がサービス利用時に活用でき

る仕組みについて，関係機関と連携しなが

ら検討していきます。 

ケアマネジャーへの支援の強化  ケアマネジャーのスキルアップを目的と

した研修を継続実施します。 

 居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャ

ーが，事業所内等のケアマネジャーへの助

言・指導を担えるよう芦屋市ケアマネジャ

ー友の会と連携し取り組みます。 

 研修実施後のアンケート調査等を活用し

て，更にスキルアップが必要な分野の分析

を行い，研修メニューの充実を図ります。

 支援困難事例などへの支援として，高齢者

生活支援センターの主任ケアマネジャー

による支援方針や支援内容の助言，同行訪

問等を実施します。 

不正・不適正なサービス提供の把握  市によるケアプランチェックや介護給付

費の通知，実地指導等を通じて，不正・不

適正なサービス提供の把握に努めます。 

 国民健康保険団体連合会介護給付適正化

システムの活用による重複請求縦覧点検

や，医療情報との突合，住宅改修の実地確

認など，より広い観点から介護給付の適正

化を推進します。 
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４-２ 要介護認定の適正化の推進 

【現状と課題】 

本市では，要介護認定の適正化を推進する観点から，要介護認定に必要な認定調査につい

て，認定調査員の増員等に取り組み，市による直接実施体制を強化してきました。 

更に，平成 24年度より，認定者の増加に伴う結果遅延の解消のため，審査会の合議体数

を増やし，年間の審査会の開催回数を約 190 回とし，処理件数増加に対応できる体制とし

ました。 

また，市調査員には兵庫県主催の調査員研修の受講を確保するとともに，調査員間での選

択項目判定の平準化のため，判定に迷う事例について事例検討の研修を実施し，情報共有を

行うなど，要介護認定の適正化に努めました。 

要介護等認定者のアンケート調査結果では，認定結果に対する満足度について，要介護１・

２のかたで「やや不満」や「不満」と回答したかたは 13.8%で，前回調査（約３割）より

減少しています。また，要介護３・４・５のかたも8.3％で，前回調査（約1割～２割）よ

り減少しており，認定区分に関する理解が浸透してきていると考えます。 

今後もより適正な手順に即した審査判定を行うため，引き続き，介護認定審査会の平準化

を図ります。 

高齢化の進行による要介護等認定者の増加が見込まれる中，今後も要介護認定の適正化 

に向けた取り組みを継続していくことが必要です。 

市による認定調査の直接実施状況 （単位：人） 

H24 年度 H25 年度 

全体 全体 市実施 

件数 

市実施 

割合 

市実施 

件数 

市実施 

割合 

新規 1,423 1,287 90.4% 1,483 1,371 92.4%

更新 3,269 2,813 86.1% 3,391 2,939 86.7%

区分変更 286 228 79.7% 289 213 73.7%

合計 4,978 4,328 86.9% 5,163 4,523 87.6%
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【施策の方向】 

認定調査体制の充実  市による認定調査の直接実施体制を継続

するために，要介護等認定者の増加に応じ

た認定調査員の確保を図ります。 

 各調査員が同じ視点に立ち，同様の判断基

準で調査が行えるよう，研修や指導の充実

を図ります。 

 支援や介護を必要とするかたが，その状態を

的確に調査員に伝えられるよう，今後もご家

族等の同席者の積極的な関与を求めます。 

 認知症や障がいのあるかたなどに配慮し

たコミュニケーションの支援を図ります。

介護認定審査体制の充実  公平・公正で，正確な介護認定となるよう，

介護認定審査会委員の研修の充実を図り

ます。 

 介護認定審査会合議体長会議や介護認定

審査会全体会を開催し，適正な手順に即し

た審査判定の確認や，合議体別の認定結果

の比較による審査会の平準化を図ります。

介護認定審査会事務局体制の充実  認定業務のスムーズな運営と公正・公平で

正確な介護認定審査会の運営を図るため，

審査会運営の手順や方法の統一化を図り

ます。 
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４-３ 介護サービス事業者の質の向上に向けた取り組みと監

査体制の確立 

【現状と課題】 

介護サービスの質の向上を図るため，市に指定権限がある地域密着型サービスについて，

利用者が良質なサービスを受けられるよう，平成 23 年度，24 年度に既存の事業所 10 か

所 16 サービス，平成 25 年度，26 年度には新規にサービスを開始した事業所２か所５サ

ービスを含む全事業所に指導監査を実施しました。このほか，兵庫県が指定権限を持つ事業

所に対しても，合同で指導監査を実施しました。 

また，平成 24年度より介護相談員派遣事業を開始しました。介護相談員派遣事業とは，

市から派遣された介護相談員が介護老人福祉施設など介護サービス提供の場を訪ね，利用者

や家族から介護サービスに関する疑問や不満等を聴き，サービス提供事業者，行政機関と連

携しながら，問題の改善や介護サービスの質的向上などを図る事業です。 

市内の事業所に，平成24年度・平成25年度は８か所，平成26年度は 12か所に相談

員を派遣し，定期的に活動を行っています。 

原則，介護保険サービスに関する苦情対応は，介護サービス事業者が対応していますが，

利用者と事業者間で解決できない課題については，市担当課でも対応しており，必要に応じ

て介護サービス事業者等にフィードバックして，介護サービスの向上を図っています。 

また，介護サービス事業者連絡会を通じて，困難事例の検討や情報交換，意見交換等を行

い，サービスの質の向上に取り組んでいます。 

要支援・要介護認定者のアンケート調査で，主な介護者・介助者が介護のことで困ったと

きの相談相手として，前回調査（平成22年度実施）同様，約５割のかたが「ケアマネジャ

ー」「家族・親族」と回答していることを踏まえ，高齢者生活支援センターなどの相談窓口の

周知や必要な情報の提供は今後も継続して行うことが必要です。 

また，市民への相談窓口の周知や必要な情報の提供，介護相談員派遣事業等，苦情相談の

適正な対応，監査指導等の実施等により，介護サービスの質の向上を図ることが必要です。 

【施策の方向】 

情報提供，広聴の充実  介護保険制度の内容について，広報紙，パ

ンフレット，出前講座のほか，ホームペー

ジ，ケーブルテレビの活用など，多様な方

法による高齢者に分かりやすい情報提供

に取り組みます。 

 サービス利用者の満足度の把握や，介護サ

ービス事業者に対する意見などを把握す

る広聴の機会を確保するよう努めます。 

 広聴等で集約された意見等を関係機関に

還元し，質の向上につなげていきます。 
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苦情への適切な対応の充実  相談窓口における丁寧な対応はもとより，

対応方法の共通化や連携を図るためのマ

ニュアル等の充実に努めます。 

 苦情や意見が保険者や介護サービス事業

者を育てるという意識のもと，苦情内容を

可能な範囲で介護サービス事業者に還元

し，サービスの質の向上に繋げていきます。

高齢者施設への相談員の派遣  介護サービス利用者の疑問や不安の解消

と介護サービスの質の確保や向上を図る

ため，介護相談員派遣事業を継続実施します。

監査指導の実施  地域密着型サービス事業所の適切な運営

を図るため，定期的に監査指導を実施します。

 第６期介護保険事業計画期間内に地域密

着型サービスに新たに位置付けられる「地

域密着型通所介護」の適切な運営を図るた

め，監査指導を実施します。 
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４-４ 低所得者への配慮 

【現状と課題】 

高齢化の進行による介護ニーズの増大に伴い，高齢者個々の医療費や介護保険料，介護サ

ービス利用料などの負担が増大していく傾向にあります。 

本市では，大幅な所得の減少のあったかた，恒常的な低所得者，災害で家屋等の損害を被

ったかたに対しては，保険料の減免及び納付相談を実施するなど，市独自の施策に努めてい

ます。 

保険料の減免・軽減は本人からの申請によるため，減免・軽減の対象者を把握し，対象者

に向けた制度利用の案内をすることが難しい状況にありますが，今後も，制度について周知

し，利用の普及に努め，低所得者への配慮を継続していくことが必要です。 

【施策の方向】 

介護保険料の軽減及び減免等の制度

周知 
 広報紙，パンフレット，出前講座のほか，

ホームページ，ケーブルテレビの活用な

ど，多様な方法による高齢者に分かりやす

い情報提供に取り組みます。 

介護保険料の軽減及び減免  平成27年度からの介護保険法改正に基づ

き，低所得者（第1段階から第３段階）の

軽減強化を実施します。 

 介護保険法に基づき，災害等による一時的

で大幅な所得の減少に対して，介護保険料

の減免または猶予を実施します。 

 恒常的な低所得者の保険料の減免につい

て，他の軽減制度との均衡を図りながら継

続して実施します。 

サービス利用料の軽減  負担限度額認定による利用者負担の軽減 

介護保険施設を利用した際の居住費

（滞在費）・食費について，負担限度額を

設定し，収入等に応じた軽減を行います。

 社会福祉法人による利用者負担の軽減 

住民税が世帯非課税であり，特に生計

が困難なかたを対象に，社会福祉法人が

提供するサービスの利用料の軽減を行

います。 
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 高齢者夫婦世帯等の居住費・食費の軽減 

住民税が世帯課税の高齢者夫婦世帯

において，配偶者がユニット型個室等の

施設に入所し，在宅者の生活が困難とな

る場合に，利用料の軽減を行います。 

 旧措置入所者の負担軽減 

介護保険法の施行以前から，措置制度

により，施設入所されていたかたに，措

置制度時の負担水準を超えないよう，利

用料の軽減を行います。 

 境界層措置 

介護保険上の利用者負担の軽減をす

れば生活保護受給に至らない場合に，よ

り低い基準を適用し，利用料等の軽減を

行います。 
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４-５ 介護保険サービスによる介護給付 

（１）居宅サービス 

【現状と課題】 

要介護１～５の認定者を対象とした介護給付では，訪問介護，福祉用具貸与の利用が多く

みられます。また，訪問看護，訪問リハビリテーション，居宅療養管理指導の利用が伸びて

います。 

課題としましては，医療系サービスが増加傾向であり，医療と介護等，関係機関の連携を

図る必要があります。 

主な居宅サービス（介護給付）利用件数の推移                     （単位：件/年） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 前年度比 

訪問系サービス 24，552 26，261 6.96%

内 訪問介護 12，384 12，737 2.85%

内 訪問入浴 560 569 1.61%

内 訪問看護 4，127 4，579 10.95%

内 訪問リハビリテーション 602 678 12.62%

内 居宅栄養管理指導 6，879 7，698 11.91%

通所系サービス 9，423 10，156 7.78%

内 通所介護 7，259 7，906 8.91%

内 通所リハビリテーション 2，164 2，250 3.97%

短期入所生活介護 3，024 3，010 -0.46%

福祉用具・住宅改修サービス 12，560 13，552 7.90%

主な居宅サービス（介護給付）１人あたり利用量の推移    （単位：回/月，日/月） 

 H24 年 4 月 H24 年 10 月 H25 年 4 月 H25 年 10 月

訪問介護 回数 14.3 14.5 14.4 15.1

通所介護 回数 8.6 8.6 8.8 9.6

訪問看護 回数 5.8 6.5 6.6 6.9

短期入所生活介護 日数 8.3 9.3 9.2 9.3

通所リハビリテーション 回数 8.0 8.2 8.2 8.4
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居宅サービス（介護給付）利用量の検証               （単位：回/年，人/年，日/年） 

第 5 期計画値 実績 計画値と実績の比較

H24 年度 H25 年度 H24 年度 H25 年度 H24 年度 H25 年度 

訪問介護 

回数 219,089 230,146 228,658 244,193 104.4% 106.1%

人数 10,821 11,357 9,952 10,468 92.0% 92.2%

訪問入浴介護 

回数 3,440 3,580 2,843 2,908 82.6% 81.2%

人数 639 666 549 542 85.9% 81.4%

訪問看護 

回数 24,939 26,155 23,672 27,691 94.9% 105.9

人数 4,011 4,206 3,812 4,240 95.0% 100.8%

訪問リハビリテー

ション 

回数 3,124 3,301 3,048 3,656 97.6% 110.8%

人数 700 740 596 668 85.1% 90.3%

居宅療養管理指

導 
人数 5,249 5,540 4,583 5,211 87.3% 94.1%

通所介護 

回数 56,628 54,296 55,554 61,081 98.1% 112.5%

人数 6,283 6,603 6,381 6,922 101.6% 104.8%

通所リハビリテー

ション 

回数 17,609 18,526 16,316 17,024 92.7% 91.9%

人数 2,290 2,407 2,070 2,156 90.4% 89.6%

短期入所生活 

介護 

日数 22,600 23,900 24,306 22,595 107.5% 94.5%

人数 2,409 2,537 2,426 2,476 100.7% 97.6%

短期入所療養 

介護 

日数 1,385 1,438 1,635 2,055 118.1% 142.9%

人数 252 264 246 323 97.6% 122.3%

特定施設入居者

生活介護 
人数 2,787 2,981 2,532 2,725 90.1% 91.4%

福祉用具貸与 人数 31,380 32,482 29,317 31,848 93.4% 98.0%

特定福祉用具 

販売 
人数 354 372 332 310 93.8% 83.3%

住宅改修 人数 240 251 215 231 89.6% 92.0%

居宅介護支援 人数 17,919 17,361 17,055 17,862 95.2% 102.9%
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【施策の方向】 

医療系サービスとの連携  ケアマネジャーに，研修等を通じて介護サ

ービス内容の周知を行い，24 時間対応の

定期巡回・随時対応サービスや複合型サー

ビス等医療系サービスとの連携を図りま

す。 

居宅サービス（介護給付）の目標量 （単位：回/年，人/年，日/年） 

実績 
推計値 

 計画期間 

H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度

訪問介護 
回数 228,658 244,193 252,662 240,123 226,267 211,044

人数 9,952 10,468 10,896 10,872 11,112 11,244

訪問入浴介護 
回数 2,843 2,908 2,784 2,396 2,195 2,160

人数 549 542 552 468 408 360

訪問看護 
回数 23,672 27,691 31,242 32,314 33,257 33,605

人数 3,812 4,240 4,716 4,884 5,112 5,268

訪問リハビリテー

ション 

回数 3,048 3,656 4,616 5,424 6,763 8,274

人数 596 668 792 852 924 972

居宅療養管理指

導 
人数 4,583 5,211 6,096 6,576 7,092 7,536

通所介護 
回数 55,554 61,081 67,680 73,584 82,434 89,760

人数 6,381 6,922 7,428 7,848 8,556 9,120

通所リハビリテー

ション 

回数 16,316 17,024 18,307 18,829 19,652 19,919

人数 2,070 2,156 2,388 2,556 2,856 3,120

短期入所生活介

護 

日数 24,306 22,595 24,022 24,108 23,761 22,781

人数 2,426 2,476 2,568 2,508 2,436 2,292

短期入所療養介

護 

日数 1,635 2,055 2,310 2,156 1,931 1,897

人数 246 323 276 204 156 132

特定施設入居者

生活介護 
人数 2,532 2,725 2,844 3,768 3,768 4,356

福祉用具貸与 人数 29,317 31,848 32,820 33,156 34,080 34,428

特定福祉用具販

売 
人数 332 310 300 300 324 360

住宅改修 人数 215 231 228 216 204 192

居宅介護支援 人数 17,055 17,862 18,156 18,360 19,188 19,740

＊推計値は，入院中の精神障がい者が地域生活へ移行するための支援に関わる目標量を含む 
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（２）施設サービス 

【現状と課題】 

施設サービスの実利用者数に大きな変化はなく，平成25年９月の利用者数は，介護老人

福祉施設293人，介護老人保健施設277人，介護療養型医療施設13人の合計583人と

なっています。 

また，平成23年の高齢者住まい法改正により創設されたサービス付き高齢者向け住宅は，

高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造を備えており，在宅サービスと

施設サービスの境界のかたのニーズに適した住宅ですが，本市では平成25年度に１か所整

備されました。 

本市の介護老人福祉施設の待機者数は約600人を超え，そのうち約200人のかたが，特

定施設や老人保健施設などに入所されています。今後の課題としましては，施設整備による

入所待機者の解消並びにこれまで在宅介護が困難であった重度の要介護高齢者や認知症高齢

者を在宅で支えるための居宅サービスの基盤整備が必要です。 

施設サービス利用者数の検証                             （単位：人/年） 

第 5 期計画値 実績 計画値と実績の比較 

H24 年度 H25 年度 H24 年度 H25 年度 H24 年度 H25 年度 

介護老人福祉施設 人数 3,444 3,444 3,526 3,506 102.4% 101.8%

介護老人保健施設 人数 3,144 3,144 3,175 3,349 101.0% 106.5%

介護療養型医療 

施設 
人数 252 252 211 183 83.7% 72.6%

【施策の方向】 

施設サービスの提供と重度の要介護高齢

者等の在宅生活を支えるためのサービス

基盤の整備 

 施設サービスの提供を継続して行い，

介護老人福祉施設や要介護高齢者等の

在宅生活を支えるための居宅サービ

ス基盤を整備します。 

施設サービスを中重度要介護者へ重点化  特別養護老人ホームの中重度要介護者

への重点化が適切に実施されるようチ

ェック体制等を構築し，運用します。
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要介護度別 施設サービスの利用状況 

＊数値は件数。（平成２６年９月） 

施設サービスの目標量 （単位：人/年） 

実績 
推計値 

 計画期間 

H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度

介護老人福祉施設 人数 3,526 3,506 3,492 3,456 3,456 3,456

介護老人保健施設 人数 3,175 3,349 3,288 3,384 3,384 3,384

介護療養型医療施設 人数 211 183 168 168 168 168
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４-６ 地域密着型サービスの充実 

【現状と課題】 

平成18年の介護保険制度の改正により創設された地域密着型サービスは，高齢者が住み

慣れた地域で，安心して生活が継続できるためのサービス体系です。 

制度創設以来，本市でも整備が進み，平成 25年度に，地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護，認知症対応型入居者生活介護等を提供する事業所が，平成26年度には，地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護，地域密着型特定施設入居者生活介護，小規模多機

能型居宅介護等を提供する事業所が開設し，平成 26 年４月現在，市内 12 か所，21 サー

ビスの基盤整備を実施しました。さらに１か所，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護，認知症対応型入居者生活介護等を提供する事業所の開設計画が進行中です。 

また，地域密着型サービス事業者の指定及び適正な運営を確保するために，年間４回程度，

定期的に「芦屋市地域密着型サービス運営委員会」を開催しています。 

また，市による監査指導を強化し，平成25～26年度に全事業所へ監査指導を実施しました。 

今後，法改正により特別養護老人ホームの入所要件が，要介護３以上になるなど，施設サ

ービスの中重度要介護者へ重点化が図られることから，医療的側面からも在宅介護が困難で

あった重度の要介護高齢者や認知症高齢者を在宅で支えるためのサービス等地域密着型サー

ビスの基盤整備が必要です。また，地域密着型サービスの適切な運営を確保するため，全事

業所への継続した監査指導や「芦屋市地域密着型サービス運営委員会」の開催を継続して実

施します。 
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地域密着型サービスの種類 

種類 サービス内容 

夜間対応型訪問介護 在宅で夜間を含め 24 時間安心して生活できるよう，夜間に定期的な巡回訪問を

したり，または通報を受け，訪問介護を提供する居宅サービス 

対象者：要介護１～５ 

(介護予防)認知症対

応型通所介護 

認知症高齢者に介護や趣味活動，食事，入浴サービスなどを提供する居宅サー

ビス 

対象者：要支援１～要介護５ 

(介護予防)小規模多

機能型居宅介護 

「通い」を中心とし，利用者の状態や希望に応じて随時，「訪問」や｢泊まり｣を組

み合わせて提供する居宅サービス 

対象者：要支援１～要介護５ 

(介護予防)認知症対

応型共同生活介護 

認知症高齢者に家庭的な雰囲気の中で過ごせる場を提供し，認知症の症状を

和らげるとともに，家族の負担軽減を図る居住系サービス 

対象者：要支援２～要介護５ 

地域密着型特定施設

入居者生活介護 

在宅での介護が困難なかたの利用を支援するため，定員 29 人以下の特定施設

へ入居する居住系サービス 

対象者：要介護１～５ 

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

定員 29 人以下の介護老人福祉施設へ入所する施設サービス 

対象者：要介護１～５ 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

日中・夜間を通じて，訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら，短時間の定期

巡回型訪問と随時の対応を行う 24 時間対応の居宅サービス 

【特徴】 

 1 日複数回の定期訪問と継続的アセスメントを実施 

 短時間ケアなど，時間に制約されない柔軟なサービスの提供 

 随時対応を加えた安心サービスの提供 

 24 時間対応の確保 

 介護サービスと看護サービスを一体的に提供 

 市町村が主体となり，圏域ごとにサービス提供基盤の整備が可能 

対象者：要介護１～５ 

複合型サービス 小規模多機能型居宅介護と訪問看護など，複数の居宅サービスや地域密着型

サービスを組み合わせて提供する複合型サービス 

【特徴】 

 介護度が高く，医療ニーズが高い高齢者に対応するため，小規模多機能型

居宅介護に加え，必要に応じて訪問看護等を提供できる 

 介護と看護の連携による一体的なサービスの提供により，利用者のニーズ

に応じた柔軟なサービスの提供が可能 

 介護職員の配置により，日常生活上必要な医療・看護ニーズへの対応が

可能 

対象者：要介護１～５ 
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地域密着型通所介護

（平成２８年４月～） 

デイサービスセンター等で，食事や入浴，レクリエーションの基本的なサービスの

ほか，機能訓練などを受けるサービスで，通所介護事業所の利用定員が18人以

下のもの 

対象者：要支援 1～要介護５ 

地域密着型サービスの整備状況  

第 5 期計画 実績 

H26 年度目標整備量 H26 年 10 月現在 

夜間対応型訪問介護 0 0 

認知症対応型通所介護 5 4 

小規模多機能型居宅介護 5 4 

認知症対応型共同生活介護 9 8 

地域密着型特定施設入居者生活介護 3 3 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護 
3 2 

＊認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護，認知症対応型共同生活介護は予防給付分も含む 

認知症対応型通所介護１人あたり利用量の推移                （単位：回/月） 

 H24 年 4 月 H24 年 10 月 H25 年 4 月 H25 年 10 月

認知症対応型通所介護 回数 8.8 9.2 9.5 9.8

＊予防給付分も含む 

地域密着型介護予防サービス利用量の検証（予防給付） （単位：回/年，人/年） 

第 5 期計画値 実績 計画値と実績の比較

H24 年度 H25 年度 H24 年度 H25 年度 H24 年度 H25 年度

介護予防認知症対応

型通所介護 

回数 26 27 77 69 296.1% 255.6%

人数 26 27 14 15 53.8% 55.6%

介護予防小規模多
機能型居宅介護 

人数 14 14 26 36 185.7% 257.1%

介護予防認知症対応

型共同生活介護 
人数 42 44 36 21 85.7% 47.7%
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地域密着型サービス利用量の検証（介護給付） （単位：人/年，回/年） 

第 5 期計画値 実績 計画値と実績の比較

H24 年度 H25 年度 H24 年度 H25 年度 H24 年度 H25 年度

夜間対応型訪問介護 人数 0 0 0 0 0% 0%

認知症対応型通所介護
回数 16,771 17,325 15,568 15,109 92.8% 87.2%

人数 1,854 1,915 1,710 1,602 92.2% 83.7%

小規模多機能型居宅

介護 
人数 502 518 540 596 107.6% 115.1%

認知症対応型共同

生活介護 
人数 1,779 2,120 1,542 1,507 86.7% 71.1%

地域密着型特定施設

入居者生活介護 
人数 649 669 399 426 61.4% 63.7%

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

人数 348 696 0 22 0% 3.2%

地域密着型サービス（給付費）の推移 
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地域密着型サービス提供基盤の目標整備数 （単位：か所） 

日常

生活

圏域

現況（平成 26 年度見込み） 
目標整備値 

計画期間 

H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

山手 0 0 0 0 0 0

精道 0 0 1(1) 1 1 1

潮見 0 0 0 0 0 1（1）

夜間対応型訪問介護

山手 0 0 0 0 0 0

精道 0 0 0 0 0 0

潮見 0 0 0 0 0 0

認知症対応型通所介護

山手 2 2 2 2 2 2

精道 1 1 1 1 1 1

潮見 1 1 1 1 1 1

小規模多機能型居宅

介護 

(複合型サービス含む)

山手 0 0 1(1) 1 1 1

精道 2 2 2 2 2 2

潮見 1 1 1 1 1 2(1)

認知症対応型共同 

生活介護 

山手 3 3 3 3 3 3

精道 2 2 3(1) 3 3 3

潮見 2 3(1) 3 3 3 3

地域密着型特定施設

入居者生活介護 

山手 0 0 1(1) 1 1 1

精道 1 1 1 1 1 1

潮見 1 1 1 1 1 1

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

山手 0 0 1(1) 1 1 1

精道 0 0 1(1) 1 1 1

潮見 0 1(1) 1 1 1 2(1)

＊認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護，認知症対応型共同生活介護は予防給付分も含む 

＊（）内数値は当該年度での新規整備数 

【施策の方向】 

地域密着型サービスの基盤整備  サービス提供基盤を確保するために，介護

サービス事業者の選定基準や介護報酬の

設定について検討します。 

 介護老人福祉施設入所希望者数の増加を

踏まえ，地域密着型介護老人福祉施設の基

盤整備を行います。 

 在宅生活の支援を強化するために，（介護

予防）小規模多機能型居宅介護や日中・夜

間を通じて，訪問介護と訪問看護が密接に

連携しながら，短時間の定期巡回型訪問と

随時の対応を行なう定期巡回型訪問介護

看護サービスの基盤整備を行います。 
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 医療ニーズの高い要介護高齢者への支援

を充実するため，小規模多機能型居宅介護

と訪問看護など，複数の居宅サービスや地

域密着型サービスを組み合わせて提供し

ます。 

 第６期介護保険事業計画期間内に地域密着

型サービスに位置付けられる「地域密着型

通所介護」の指定権限の移譲に対応します。

市営住宅等大規模集約事業の予定

地における福祉施設の検討 
 平成30年４月完成予定の市営住宅等大規

模集約事業の予定地（高浜町）に地域密着

型サービス（定期巡回随時対応型訪問介護

看護等）を含めた福祉施設の設置について

検討します。 

地域密着型サービスの適切な運営を

図るための方策 
 市民や学識経験者等の幅広い意見を取り

入れ，地域密着型サービス事業者の指定及

び適正な運営を確保するために，定期的に

「芦屋市地域密着型サービス運営委員会」

を開催します。 

 質の高いサービス提供を目指して，市によ

る監査指導を強化します。 

地域密着型介護予防サービスの目標量（予防給付） （単位：回/年，人/年） 

実績（平成 26 年度末見込み） 
推計整備値 

計画期間 

H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度

介護予防認知症 

対応型通所介護 

回数 77 69 83 148 160 169

人数 14 15 24 36 36 48

介護予防小規模 

多機能型居宅介護 
人数 26 36 24 36 36 36

介護予防認知症対応

型共同生活介護 
人数 36 21 12 36 36 36
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地域密着型サービスの目標量（介護給付） （単位：人/年，回/年） 

実績（平成 26 年度末見込み） 
推計整備値 

計画期間 

H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 
人数 0 0 300 636 732 1,068

夜間対応型訪問介護 人数 0 0 0 0 0 0

認知症対応型通所介護

回数 15,568 15,109 15,440 14,741 14,634 14,098

人数 1,710 1,602 1,656 1,572 1,524 1,428

小規模多機能型居宅 

介護 
人数 540 596 660 708 768 1,152

認知症対応型共同生活

介護 
人数 1,542 1,507 1,836 2,460 2,844 3,384

地域密着型特定施設入

居者生活介護 
人数 399 426 432 600 600 600

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護
人数 0 0 576 1,044 1,044 1,392

４-７ 特別給付の実施 

【現状と課題】 

本市では，高齢者本人または介護者の緊急時の対応として，介護保険サービスを利用する

までの短期間に限り保護する「緊急一時保護事業」を，市独自の特別給付として実施してお

り，市民やケアマネジャーへの事業内容の周知，手続きの簡素化，介護サービス事業者等へ

の協力要請に取り組んでいます。 

緊急一時保護事業は緊急時の対応であり，受入れ施設が少ないことが課題です。 

【施策の方向】 

緊急一時保護事業の実施  虐待防止や高齢者の権利擁護の観点から，

緊急一時保護事業を特別給付として継続

実施します。 

 緊急時に本事業を速やかに利用できるよ

う，市民やケアマネジャーへの事業内容の

周知，手続きの簡素化を図ります。施設を

確実に確保できるよう，介護サービス事業

者等への協力を要請していきます。 
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第５章 介護保険サービスの事業費の見込み 

介護保険サービスの事業費の見込み 
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１ 介護保険サービス給付費総額の推計

第６期事業期間（平成 27～29 年度）の介護保険サービス給付費総額は，以下の

数式で計算され，その額は24,934,539千円（３か年分）となります。 

サービス給付費総額の算出フロー 

①予防給付費 

予防給付費 （単位：千円/年） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

介護予防 

サービス 

介護予防訪問介護 １８９，５４３ １９５，７０４ ９４，４６９

介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０

介護予防訪問看護 ４８，２２２ ５１，１６０ ５３，４０５

介護予防訪問リハビリテーション ９，１８３ １１，６１２ １４，２５１

介護予防居宅療養管理指導 ７，８４８ ９，６７７ １１，５３７

介護予防通所介護 １８８，５４３ ２０４，３７０ ９１，６１１

介護予防通所リハビリテーション ６０，７６５ ７４，９８４ ８９，３７０

介護予防短期入所生活介護 １，４３２ ７６６ ７５９

介護予防短期入所療養介護 ４７４ ４７２ ４７１

介護予防特定施設入居者生活介護 １２７，８７３ １４６，２６５ １９６，２５４

介護予防福祉用具貸与 ３４，２９３ ３８，０７９ ４１，６９２

特定介護予防福祉用具販売 ３，４２５ ３，６２２ ３，７９３

地域密着型

介護予防 

サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 ５０８ ３５１ ３３０

介護予防小規模多機能型居宅介護 １，７０９ １，７７２ １，８６１

介護予防認知症対応型共同生活介護 ７，５３３ ７，５１８ ７，５１８

住宅改修 １８，２９７ １７，０３８ １５，５４１

介護予防支援 ７４，６６０ ７８，０９１ ８１，１００

予防給付費計 ７７４，３０８ ８４１，４８１ ７０３，９６２

＝

＋ ＋ ＝

＝

＋
総給付費 
(A) 

特定入所者
介護サービ
ス等給付費

高額（高額医

療合算）介護

サービス費等

給付費 

算定対象審
査支払 

手数料

標準給付費
(B) 

＋
標準給付費
(B) 

地域支援 

事業費 

(C) 

サービス 

給付費総額
(D) 

＋予防給付費 介護給付費 総給付費 
(A) 

＊千円未満切捨て及び端数処理により計は一致しない 
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②介護給付費 

介護給付費 （単位：千円/年） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

居宅 

サービス 

訪問介護 ７３７，１３６ ６７５，１１４ ６１７，５１３

訪問入浴介護 ３１，９９５ ３０，８７７ ３１，４３１

訪問看護 ２６０，６２５ ２７８，３４７ ２９２，３９７

訪問リハビリテーション ４９，３９３ ６４，９９３ ８０，１７２

居宅療養管理指導 ７２，９３３ ７８，６０１ ８３，７４１

通所介護 ５３６，４１６ ５８８，４９２ ６３０，０８９

通所リハビリテーション １６４，５１２ １６６，９７４ １６５，７４３

短期入所生活介護 ２１２，２９３ ２０７，４１２ １９８，３２３

短期入所療養介護 ２２，４９９ ２０，１１６ １９，５５９

特定施設入居者生活介護 ７３６，２９９ ７３４，８７７ ８５４，５７５

福祉用具貸与 １７４，７７２ １７１，０６９ １６６，２０５

特定福祉用具販売 ８，５２８ ９，３４２ １０，０２２

地域密着型

サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １２９，８０９ １４５，３３７ ２０７，９７６

夜間対応型訪問介護 ０ ０ ０

認知症対応型通所介護 １５８，０７９ １５５，２５７ １４８，７７５

小規模多機能型居宅介護 １２９，１８５ １２８，０９１ １８８，９４５

認知症対応型共同生活介護 ６０６，２７７ ６９６，５８３ ８２６，０８６

地域密着型特定施設入居者生活介護 １２０，６９３ １２０，４６０ １２０，４６０

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ２６６，２４４ ２６５，７３０ ３５４，３５０

複合サービス ０ ０ ０

住宅改修 １５，６５８ １５，１６５ １４，１０６

居宅介護支援 ２７９，３４４ ２８７，７９０ ２９３，１３６

施設 

サービス 

介護老人福祉施設 ８７２，１３７ ８７０，４５２ ８７０，４５２

介護老人保健施設 ９０９，１５３ 1，０６０，５０７ 1，０６０，５０７

介護療養型医療施設 ５９，７４２ ５９，６２６ ５９，６２６

療養病床（医療保険適用）からの転換分 ０ ０ ０

介護給付費計 ６,５５３，７１２ ６，８３１，２１２ ７，２９４，１８９

＊千円未満切捨て及び端数処理により計は一致しない 

③総給付費 

総給付費 （単位：千円/年） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

総給付費 (A) ７，３２８，０２０ ７，６７２，６９３ ７，９９８，１５１ ２２，９９８，８６４

予防給付費 ７７４，３０８ ８４１，４８１ ７０３，９６２ ２，３１９，７５１

介護給付費 ６，５５３，７１２ ６，８３１，２１２ ７，２９４，１８９ ２０，６７９，１１３

＊千円未満切捨て及び端数処理により計は一致しない 
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④標準給付費 

標準給付費 （単位：千円/年，件/年） 

＊千円未満切捨て及び端数処理により計は一致しない 

⑤地域支援事業費 

地域支援事業費 （単位：千円/年） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

地域支援事業費 (C) ２３４，５６８ ２４６，３３０ ６２１，７１８ １，１０２，６１６

＊千円未満切捨て及び端数処理により計は一致しない 

⑥サービス給付費総額 

サービス給付費総額 （単位：千円/年） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

サービス給付費総額 (D) 7，８５６，００１ 8，１８２，８９４ ８，８９５，６４４ ２４，９３４，５３９

標準給付費 (B) ７，６２１，４３３ 7，９３６，５６４ ８，２７３，９２６ ２３，８３１，９２３

地域支援事業費 (C) ２３４，５６８ ２４６，３３０ ６２１，７１８ １，１０２，６１６

＊千円未満切捨て及び端数処理により計は一致しない 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

総給付費 (A) ７，３２８，０２０ ７，６７２，６９３ ７，９９８，１５１ ２２，９９８，８６４

一定以上所得者の利用
者負担の見直しに伴う
財政影響額

▲７０，４２１ ▲１０９，９２３ ▲１１４，１３４ ▲２９４，４７８

特定入所者介護サービス費等給付額 ２１６，９９６ ２２７，８４６ ２３９，２３８ ６８４，０８０

補足給付の見直しに 
伴う財政影響額 ▲６，３３６ ▲１４，８８４ ▲１８，２０３ ▲３９，４２３

高額介護サービス費等給付額 １２１，７６６ １２７，８５４ １３４，２４７ ３８３，８６７

高額医療合算介護サービス費等給付額 ２５，２８７ ２６，５５１ ２７，８７９ ７９，７１７

算定対象審査支払手数料 ６，１２１ ６，４２７ ６，７４８ １９，２９６

支払件数 １３６，０２２ １４２，８２３ １４９，９６４ ４２８，８０９

標準給付費 (B) ７，６２１，４３３ ７，９３６，５６４ ８，２７３，９２６ ２３，８３１，９２３
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２ 第 1号被保険者の保険料の推計 

（１）介護保険の財源構成 
第６期介護保険事業期間では，第２号被保険者の財源率が2８％に，第１号被保険者の

負担割合は22%となります。 

介護保険の財源構成 （単位：％） 

第５期 第６期 

介護給付費 地域支援事業 介護給付費 地域支援事業 

居宅

サービス

施設

サービス

介護予防 

事業 

包括支援事業

任意事業 

居宅

サービス

施設

サービス

介護予防 

事業 

包括支援事業

任意事業 

国 20.0 15.0
25.0 39.5

20.0 15.0
25.0 39.0

国調整交付金 5.0 5.0 

県 12.5 17.5 12.5 19.75 12.5 17.5 12.5 19.5

市 12.5 12.5 19.75 12.5 12.5 19.5

第１号被保険者 21.0 21.0 21.0 22.0 22.0 22.0

第２号被保険者 29.0 29.0 28.0 28.0

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（２）保険料基準月額の推計 
第１号被保険者の保険料基準月額は，サービス給付費総額をもとに，第１号被保険者負

担割合や調整交付金相当額等を踏まえ保険料収納必要額を計算した上で，予定保険料収納

率や弾力化した場合の所得段階別割合補正後の被保険者数を用いて，保険料月額基準額を

算出します。 

第１号被保険者の保険料基準月額算出フロー 

＝

＋ － ＋×
サービス 
給付費総額
(D) 

第一号被保険
者負担割合
22％

調整交付金 
相当額 
(E) 

調整交付金
見込額 
(F) 

－
財政安定化
基金拠出金
見込額(G) 

市町村特別
給付費等 

(Ｉ)

保険料 
収納必要額
(J) 

÷ ＝ →÷
保険料 

収納必要額
(Ｊ) 

予定保険料
収納率 
(Ｋ) 

弾力化をした場合の

所得段階別加入
割合補正後 

被保険者数(Ｌ)

保険料 
基準年額 

保険料 
基準月額 

準備基金 
取崩額 
(H) 

+ 
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①段階区分及び保険料率 

第６期では，国の示した標準段階にあわせて，第５期の第１段階と第２段階を統合

し，第一段階にするとともに，特例段階を標準化し，更に，第８段階以上の細分化を

図って所得段階区分を14段階とし，保険料率を以下のように設定します。 

所得段階区分及び保険料率 

所得段階 所得段階の内容 
保険料率 

(基準額に対する割合)

第１段階
世帯全員が市民税非課税で，本人が生活保護受給者または

老齢福祉年金受給者，あるいは本人の合計所得金額と公的

年金等収入の合計が80万円以下の場合 

基準額 × 0.5 

第２段階
世帯全員が市民税非課税で，本人の公的年金等収入
と合計所得金額の合計が120万円以下の場合 

基準額 × 0.７ 

第３段階
世帯全員が市民税非課税で，第１・第２段階以外の
場合 

 基準額 × 0.75 

第４段階
世帯に市民税課税者がいる場合で，本人が市民税非
課税で，公的年金等収入と合計所得金額の合計が80
万円以下の場合 

基準額 × 0.9 

第５段階
世帯に市民税課税者がいる場合で，本人が市民税非
課税で，上記以外の場合 

基準額（1.0） 

第６段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が12０万円未
満の場合 

基準額 × 1.1 

第７段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が12０万円以
上190万円未満の場合 

 基準額 × 1.25 

第８段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が190万円以
上290万円未満の場合 

基準額 × 1.5 

第９段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が290万円以
上400万円未満の場合 

基準額 × 1.505 

第10段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が400万円以
上600万円未満の場合 

基準額 × 1.75 

第11段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が600万円以
上800万円未満の場合 

基準額 × 1.87 

第12段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が800万円以
上1,000 万円未満の場合 

基準額 × 1.875 

第13段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が1,000 万円
以上1,500 万円未満の場合 

基準額 × 2 

第14段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が1,500 万円
以上の場合 

基準額 × 2.05 
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所得段階別被保険者数の推計値                                     （単位：人） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度

第１段階 4,866 18.6% 4,985 18.6% 5,064 18.6%

第２段階 1,629 6.2% 1,668 6.2% 1,695 6.2%

第 3段階 1,454 5.6% 1,490 5.6% 1,513 5.6%

第 4段階 3,934 15.0% 4,030 15.0% 4,094 15.0%

第 5段階 2,059 7.9% 2,109 7.9% 2,142 7.9%

第 6段階 2,067 7.9% 2,117 7.9% 2,151 7.9%

第 7段階 2,990 11.4% 3,062 11.4% 3,111 11.4%

第 8段階 2,709 10.3% 2,775 10.3% 2,819 10.3%

第 9段階 1,367 5.2% 1,401 5.2% 1,424 5.2%

第 10段階 1,077 4.1% 1,103 4.1% 1,121 4.1%

第 11段階 484 1.8% 496 1.8% 504 1.8%

第 12段階 298 1.1% 305 1.1% 310 1.1%

第 13段階 433 1.7% 443 1.7% 450 1.7%

第 14段階 823 3.1% 843 3.1% 856 3.1%

合    計 26,190 100.0% 26,827 100.0% 27,254 100.0%

*構成比率は，端数処理により，合計と一致しない。 
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②保険料収納必要額 

サービス給付費総額における第１号被保険者負担分相当額は，5,485,598 千円

（３か年分）となります。 

これに，調整交付金の相当額及び見込額，準備基金取崩額，市町村特別給付等を加

減算した保険料収納必要額は，5,662,523千円（３か年分）となります。 

保険料収納必要額 （単位：千円/年，件/年） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

サービス給付費総額 (D) 7,856,001 8,182,894 8,895,644 24,934,539

第１号被保険者負担分相当額 1,728,320 1,800,236 1,957,041 5,485,598

調整交付金相当額 (E) 381,071 396,828 413,696 1,191,596

調整交付金見込交付割合 3.30% 3.36% 3.52%

75歳以上加入割合補正係数 0.9948 0.9923 0.9857

所得段階別加入割合補正係

数 
1.0827 1.0827 1.0827

調整交付金見込額 (F) 251,507 266,669 291,242 809,418

財政安定化基金拠出金見込額 (G) 0

財政安定化基金拠出

率 
0.0％

財政安定化基金償還金 0 0 0 0

準備基金残高（H26年度末見込） 214,253

準備基金取崩額 (H) 214,253

財政安定化基金取崩による交

付額
0

審査支払手数料１件当り単価 45 45 45

審査支払手数料支払件数 136,022 142,823 149,964

審査支払手数料差引額 0 0 0 0

市町村特別給付等( I ) 3,000 3,000 3,000 9,000

市町村財政安定化事業負担額 0

市町村財政安定化事業交付額 0

保険料収納必要額 (Ｊ) 5,662,523

＊千円未満切捨て及び端数処理により計は一致しない 

③保険料収納率と弾力化した場合の所得段階別加入割合補正後被保険者数 

保険料収納率と弾力化した場合の所得段階別加入割合補正後被保険者数 （単位：人） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

予定保険料収納率 (K) 99.14％ 

弾力化をした場合の 

所得段階別加入割合補正後 

被保険者数 (L)

28,297 28,985 29,446 86,728
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④第１号被保険者の保険料基準額 

保険料収納必要額に予定保険料収納率，所得段階別加入割合補正後被保険者数を除

算し求めた第１号被保険者の保険料基準年額は，65,880 円（基準月額 5,490 円）

となります。 

所得段階別の保険料月額 

所得段階 所得段階の内容 保険料率
H27年度 ～ H29年度 

月 額 年 額 

第１段階

世帯全員が市民税非課税で，本人が生活保護受給

者または老齢福祉年金受給者，あるいは本人の合

計所得金額と公的年金等収入の合計が80万円以

下の場合 

※0.45 2,470 円 29,640 円

第２段階
世帯全員が市民税非課税で，本人の公的年金等収

入と合計所得金額の合計が120万円以下の場合
0.7 3,840円 46,080 円

第3段階
世帯全員が市民税非課税で，第1・第2段階以外

の場合 
0.75 4,110円 49,320 円

第4段階

世帯に市民税課税者がいる場合で，本人が市民税

非課税で，公的年金等収入と合計所得金額が80

万円以下の場合 

0.9 4,940円 59,280 円

第5段階
世帯に市民税課税者がいる場合で，本人が市民税

非課税で，上記以外の場合 
1.0 5,490円 65,880 円

第6段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が120 

万円未満の場合 
1.1 6,030円 72,360 円

第7段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が120 

万円以上190万円未満の場合 
1.25 6,860円 82,320 円

第8段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が190 

万円以上290万円未満の場合 
1.5 8,230円 98,760 円

第9段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が290 

万円以上400万円未満の場合 
1.505 8,260 円 99,120 円

第10段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が400 

万円以上600万円未満の場合 
1.75 9,600円 115,200円

第11段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が600 

万円以上800万円未満の場合 
1.87 10,260 円 123,120円

第12段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が800 

万円以上1,000万円未満の場合 
1.875 10,290 円 123,480円

第13段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が1,000

万円以上1,500万円未満の場合 
2 10,980 円 131,760円

第14段階
本人が市民税課税者で，合計所得金額が1,500

万円以上の場合 
2.05 11,250 円 135,000円

※第１段階の保険料率については，公費による低所得者の第１号保険料軽減強化に

より，基準保険料率0.5 が 0.45に軽減されています 
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第６章 資料

資料 
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１ 施策の展開方向における関係機関・部署一覧 

項目 
施策の方向 関連機関・部署 頁 

大 中 小 

１ 高齢者を地域で支える環境づくり 

 １-１ 高齢者の総合支援体制の充実 

総合相談支援事業の推進 
福祉部高齢福祉課／介護保険課 

高齢者生活支援センター 
89

医療・介護連携の推進 
福祉部高齢福祉課／介護保険課 

高齢者生活支援センター 
89

相談窓口における連携強化 

福祉部高齢福祉課／保健福祉セン

ター等関係機関 

高齢者生活支援センター 

89

 １-２ 高齢者生活支援センターの機能強化 

高齢者生活支援センターの体制

強化のための方策 

福祉部高齢福祉課／介護保険課 

高齢者生活支援センター 
91

包括的・継続的ケアマネジメント

の推進 

福祉部介護保険課 

高齢者生活支援センター 
92

高齢者生活支援センターの効果

的な運営支援 

福祉部高齢福祉課／介護保険課 

高齢者生活支援センター 
92

地 域 ケ ア 会 議 の 運 営 管 理

（PDCA）の向上 

福祉部高齢福祉課／介護保険課 

高齢者生活支援センター 
92

高齢者生活支援センターの周知 
福祉部高齢福祉課／介護保険課 

高齢者生活支援センター 
92

 １-３ 芦屋市地域発信型ネットワークの充実 

小地域福祉ブロック会議の充実 
福祉部地域福祉課 

社会福祉協議会 
95

   中学校区福祉ネットワーク会議

の充実 

福祉部地域福祉課 

社会福祉協議会 
95

   地域ケア会議による「地域包括ケ

ア」の推進に向けた幅広い分野と

の連携強化 

福祉部地域福祉課／高齢福祉課／

介護保険課／高齢者生活支援セン

ター 

95

高齢者セーフティーネットの整備 
福祉部地域福祉課／高齢福祉課 

高齢者生活支援センター 
95

 １-４ 地域での見守り体制の充実 

日常的な見守り体制の整備，充実

福祉部地域福祉課／高齢福祉課 

介護保険課／都市建設部防災安全

課／社会福祉協議会 

97

   地域間の連携と情報共有の 

仕組みの構築 

福祉部地域福祉課／高齢福祉課 

社会福祉協議会 
98
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項目 
施策の方向 関連機関・部署 頁 

大 中 小 

 １-５ 高齢者の権利擁護支援の充実 

相談体制の充実及び関係機関と

の連携 

福祉部地域福祉課／高齢福祉課 

権利擁護支援センター 

高齢者生活支援センター 

100

権利擁護に関する情報提供の強化

福祉部地域福祉課／高齢福祉課 

権利擁護支援センター 

社会福祉協議会 

100

権利擁護支援システムの構築 

福祉部地域福祉課／高齢福祉課 

権利擁護支援センター 

社会福祉協議会 

100

権利擁護の意識を高める 

取り組みの推進 

福祉部地域福祉課／高齢福祉課 

権利擁護支援センター 

社会福祉協議会 

100

 １-６ 認知症高齢者への支援体制の推進 

   認知症に関する正しい知識の 

普及・啓発 

福祉部高齢福祉課／介護保険課 

高齢者生活支援センター 
102

   認知症支援のためのネットワー

クの構築 
福祉部高齢福祉課／介護保険課 102

早期発見，相談体制の充実 

福祉部高齢福祉課／介護保険課 

こども・健康部健康課 

高齢者生活支援センター 

102

   認知症ケアパスの作成 福祉部高齢福祉課／介護保険課 103

   認知症高齢者や介護家族への 

支援の充実 

福祉部高齢福祉課／介護保険課 

高齢者生活支援センター 
103

 １-７ 日常生活支援の充実 

   高齢者の自立した生活や家族介

護への支援等を目的としたサー

ビス・事業等の充実 

福祉部高齢福祉課 105

２ 社会参加の促進と高齢者にやすらぎのあるまちづくり 

 ２-１ 生きがいづくりの推進 

  （１）自主的な活動の促進 

   老人クラブ，あしやYO倶楽部へ

の活動支援 
福祉部高齢福祉課 108

   ボランティア活動の推進 社会福祉協議会 108

   コミュニティ・スクールの 

活動支援 
社会教育部生涯学習課 108

   市民活動団体の支援とあしや市

民活動センター（リードあしや）
企画部市民参画課 108
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項目 
施策の方向 関連機関・部署 頁 

大 中 小 

の活動推進 

  （２）生涯学習の推進 

   生涯学習に関する情報提供の 

充実 
社会教育部生涯学習課 109

   芦屋川カレッジ，芦屋川カレッジ

大学院の充実 
社会教育部市民センター（公民館） 109

   公民館講座や講演会などの充実 社会教育部市民センター（公民館） 109

   多様な学習機会の創出 社会教育部市民センター（公民館） 110

  （３）スポーツ活動等の推進 

   スポーツリーダーやスポーツボ

ランティアの育成及び活動機会

の充実 

社会教育部スポーツ推進課 110

   スポーツ・レクリエーション活動

推進 
社会教育部スポーツ推進課 110

   健康遊具の活用促進 都市建設部公園緑地課 110

   スポーツ・レクリエーション施設

の充実 
都市建設部公園緑地課 110

  （４）生きがい活動支援の充実 

   全庁的な生きがい推進体制 

の充実 
全庁関係各課 112

生きがいづくりの支援強化 
企画部市民参画課 

福祉部高齢福祉課 
112

活動場所の充実 
企画部市民参画課 

福祉部高齢福祉課 
112

   高齢者の社会参加を促進するた

めの事業の充実 
福祉部高齢福祉課 112

 ２-２ 就労支援の充実 

シルバー人材センターの充実 
福祉部高齢福祉課 

シルバー人材センター 
114

   高齢者の就労機会の拡充 福祉部高齢福祉課 114

   多様な就労の促進 市民生活部経済課 114

 ２-３ 住環境の整備 

   公営住宅の充実 都市建設部住宅課 116

多様な住まいの情報の提供・支援
福祉部高齢福祉課 

都市建設部住宅課 
116

   住環境整備への支援 福祉部高齢福祉課 116

 ２-４ 防犯・防災対策と災害時支援体制の整備 

   地域における防犯体制の推進 福祉部高齢福祉課 118
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項目 
施策の方向 関連機関・部署 頁 

大 中 小 

都市建設部防災安全課 

悪質な犯罪からの被害防止 

都市建設部防災安全課 

消費生活センター 

高齢者生活支援センター 

118

災害時における支援体制の整備 
都市建設部防災安全課 

福祉部高齢福祉課 
118

３ 総合的な介護予防の推進 

 ３-１ 地域支援事業の推進 

一般介護予防事業の推進 
福祉部介護保険課 

高齢者生活支援センター 
122

   介護予防センターの活用の促進 福祉部介護保険課 122

介護予防事業の評価 
福祉部介護保険課 

高齢者生活支援センター 
122

   住民主体の介護予防活動への 

支援 

福祉部介護保険課 

高齢者生活支援センター 
122

   介護予防ケアマネジメントの推

進 

福祉部介護保険課 

高齢者生活支援センター 
123

   介護予防・日常生活支援総合事業

の実施にむけた準備・検討 
福祉部高齢福祉課／介護保険課 123

   任意事業の実施 福祉部高齢福祉課／介護保険課 123

 ３-２ 介護保険サービスによる予防給付 

   対象者の選定 福祉部介護保険課 128

   介護予防ケアマネジメントの 

充実 

福祉部介護保険課 

高齢者生活支援センター 
128

４ 介護サービスの充実による安心基盤づくり 

 ４-１ 介護給付適正化の推進強化 

介護保険制度と相談窓口の周知 
福祉部高齢福祉課／介護保険課 

高齢者生活支援センター 
129

   介護保険サービス事業者におけ

る第三者評価等の情報公開の 

充実 

福祉部介護保険課 130

ケアマネジャーへの支援の強化 
福祉部介護保険課 

高齢者生活支援センター 
130

   不正・不適正なサービス提供の把握 福祉部介護保険課 130

 ４-２ 要介護認定の適正化の推進 

   認定調査体制の充実 福祉部介護保険課 132

   介護認定審査体制の充実 福祉部介護保険課 132

   介護認定審査会事務局体制の充実 福祉部介護保険課 132
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項目 
施策の方向 関連機関・部署 頁 

大 中 小 

 ４-３ 介護サービス事業者の質の向上に向けた取り組みと監査体制の確立 

   情報提供，広聴の充実 福祉部介護保険課 133

   苦情への適切な対応の充実 福祉部介護保険課 134

   高齢者施設への相談員の派遣 福祉部介護保険課 134

   監査指導の実施 福祉部介護保険課 134

 ４-４ 低所得者への配慮 

  介護保険料の軽減及び減免等の

制度周知 

福祉部介護保険課 
135

   介護保険料の軽減及び減免 福祉部介護保険課 135

   サービス利用料の軽減 福祉部介護保険課 135

 ４-５ 介護保険サービスによる介護給付 

  （１）居宅サービス 

   医療系サービスとの連携 福祉部介護保険課 139

  （２）施設サービス 

   施設サービスの提供と重度の要

介護高齢者等の在宅生活を支え

るためのサービス基盤の整備 

福祉部介護保険課 140

   施設サービスを中重度要介護者

へ重点化 
福祉部介護保険課 140

 ４-６ 地域密着型サービスの充実 

   地域密着型サービスの基盤整備 福祉部介護保険課 146

   市営住宅等大規模集約事業の予

定地における福祉施設の検討 

福祉部地域福祉課/高齢福祉課 

介護保険課/障害福祉課 
147

   地域密着型サービスの適切な運

営を図るための方策 
福祉部介護保険課 147

 ４-７ 特別給付の実施 

   緊急一時保護事業の実施 福祉部介護保険課 148
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２ 計画策定関係法令 

（１）老人福祉法 

（市町村老人福祉計画）  

第 20 条の８  市町村は，老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老

人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」と

いう。）を定めるものとする。  

２ 市町村老人福祉計画においては，当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の

量の目標を定めるものとする。  

３ 市町村老人福祉計画においては，前項の目標のほか，同項の老人福祉事業の量の確保の

ための方策について定めるよう努めるものとする。  

４ 市町村は，第２項の目標（老人居宅生活支援事業，老人デイサービスセンター，老人短

期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。）を定めるに当たつては，介護保

険法第 117 条第２項第１号 に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込

み（同法 に規定する訪問介護，通所介護，短期入所生活介護，定期巡回・随時対応型訪

問介護看護，夜間対応型訪問介護，認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護，認

知症対応型共同生活介護，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護，複合型サービス

及び介護福祉施設サービス並びに介護予防訪問介護，介護予防通所介護，介護予防短期入

所生活介護，介護予防認知症対応型通所介護，介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護

予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る。）を勘案しなければならない。  

５ 厚生労働大臣は，市町村が第２項の目標（養護老人ホーム，軽費老人ホーム，老人福祉

センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。）を定めるに当たつて参酌すべき

標準を定めるものとする。  

６ 市町村は，当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を

営むのに支障がある老人の人数，その障害の状況，その養護の実態その他の事情を勘案し

て，市町村老人福祉計画を作成するよう努めるものとする。  

７ 市町村老人福祉計画は，介護保険法第117条第１項に規定する市町村介護保険事業計

画と一体のものとして作成されなければならない。 

８ 市町村老人福祉計画は，社会福祉法第107条 に規定する市町村地域福祉計画その他の

法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれた

ものでなければならない。 
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９ 市町村は，市町村老人福祉計画（第２項に規定する事項に係る部分に限る。）を定め，又

は変更しようとするときは，あらかじめ，都道府県の意見を聴かなければならない。 

10 市町村は，市町村老人福祉計画を定め，又は変更したときは，遅滞なく，これを都道府

県知事に提出しなければならない。  

（２）介護保険法 

（市町村介護保険事業計画）  

第 117条  市町村は，基本指針に即して，３年を１期とする当該市町村が行う介護保険事

業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）

を定めるものとする。  

２ 市町村介護保険事業計画においては，次に掲げる事項を定めるものとする。  

1 当該市町村が，その住民が日常生活を営んでいる地域として，地理的条件，人口，

交通事情その他の社会的条件，介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備

の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の

認知症対応型共同生活介護，地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービ

スの種類ごとの量の見込み  

2 各年度における地域支援事業の量の見込み  

３ 市町村介護保険事業計画においては，前項各号に掲げる事項のほか，次に掲げる事項に

ついて定めるよう努めるものとする。  

1 前項第１号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込

量の確保のための方策  

2 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保の

ための方策  

3 指定居宅サービスの事業，指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の

事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（介

護給付に係るものに限る。）の円滑な提供を図るための事業に関する事項  

4 指定介護予防サービスの事業，指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介

護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象

サービス（予防給付に係るものに限る。）の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施

を図るための事業に関する事項  
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5 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項，医療と

の連携に関する事項，高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者

の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項  

４ 市町村介護保険事業計画は，当該市町村の区域における要介護者等の人数，要介護者等

の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなけれ

ばならない。  

５ 市町村は，第２項第１号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の

心身の状況，その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で，これらの事情を

勘案して，市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。  

６ 市町村介護保険事業計画は，老人福祉法第20条の８第１項に規定する市町村老人福祉

計画と一体のものとして作成されなければならない。  

７ 市町村介護保険事業計画は，社会福祉法第107条に規定する市町村地域福祉計画その

他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健，医療，福祉又は居住に関する事項

を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。  

８ 市町村は，市町村介護保険事業計画を定め，又は変更しようとするときは，あらかじめ，

被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  

９ 市町村は，市町村介護保険事業計画（第2項各号に掲げる事項に係る部分に限る。）を定

め，又は変更しようとするときは，あらかじめ，都道府県の意見を聴かなければならない。  

10 市町村は，市町村介護保険事業計画を定め，又は変更したときは，遅滞なく，これを

都道府県知事に提出しなければならない。  
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３ 計画策定体制 

３-１ 計画策定の経過 

（１）芦屋すこやか長寿プラン２１策定委員会の開催 

日時・場所 議事内容 

第
１
回

平成26年２月25日（火）

13時半～15時 50分 

市役所北館 2 階  

会議室3 

1 芦屋すこやか長寿プラン２１計画策定スケジュールに 

 ついて  

2 介護保険制度改正について  

3 計画策定のためのアンケート調査等について 

第
２
回

平成26年 5月 30日（金）

13時半～15時 

芦屋市消防庁舎 ３階 

多目的ホール 

1 アンケート調査の集計結果(概要)について  

2 ワークショップ及び関係団体等意向調査について  

第
３
回

平成26年 8月 29日（金）

13時半～15時 

芦屋市公光分庁舎 

南館 ２階会議室 

1 市民ワークショップ実施結果について 

2 関係団体等意向調査結果について 

3 芦屋市の高齢者人口等の推移について 

4 制度改正について 

第
４
回

平成26年10月14日（火）

 14時～16時半 

 市役所南館 4 階 

第 1委員会室 

１ 第７次芦屋すこやか長寿プラン２１の計画素案 

①基本理念 

②基本目標 

③施策の展開方向 

第
５
回

平成26年10月28日（火）

 14時～16時半 

市役所南館 ４階 

第１委員会室 

１ 第７次芦屋すこやか長寿プラン２１計画中間まとめ案

 について 

①第２章（４）他計画の関係図 

②第３章 基本理念，基本目標について，第４回委員会

指摘事項や前回計画からの変更点等 

③第４章 施策の展開方向について 

第
６
回

平成27年 1月 15日（木）

 14時～16時半 

市役所南館 ４階 

第１委員会室 

１ 第７次芦屋すこやか長寿プラン２１の変更箇所の報告

２ 第７次芦屋すこやか長寿プラン２１の第 5 章介護保険

サービス事業費の見込みについて 
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（２）芦屋市社会福祉審議会の開催 

日時・場所 議事内容 

第
１
回

平成26年11月18日（火）

13時半～15時半 

市役所北館 ４階 

教育委員会室 

１ 第７次芦屋すこやか長寿プラン２１中間まとめ（案） 

について 

第
２
回

平成27年２月12日（木）

開催予定 

１ 第７次芦屋すこやか長寿プラン２１（案） 

 について 

（３）芦屋すこやか長寿プラン２１推進本部の開催 

日時・場所 議事内容 

第
１
回

平成26年11月10日（月）

16時～16時 45分 

南館２階庁議室 

１ 第７次芦屋すこやか長寿プラン２１中間まとめ（案）

 について 

第
２
回

平成27年２月２日（月） 

 １６時～１６時４０分 

南館２階庁議室 

１ 第７次芦屋すこやか長寿プラン２１（案）について 

（４）芦屋すこやか長寿プラン２１推進本部幹事会の開催 

日時・場所 議事内容 

第
１
回

平成26年 11月 5日（水）

14時半～15時半 

消防庁舎３階 

多目的ホール 

１ 第７次芦屋すこやか長寿プラン２１中間まとめ（案）

 について 

第
２
回

平成27年１月30日（金）

16時～16時 45分 

消防庁舎３階 

多目的ホール 

１ 第７次芦屋すこやか長寿プラン２１（案）について 
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（５）芦屋すこやか長寿プラン２１評価委員会 

日時・場所 議事内容 

第
１
回

平成2４年8月 3１日（金）

13時半～1５時半 

市役所分庁舎 ２階  

大会議室 

1 第６次芦屋すこやか長寿プラン２１策定に向けた現行

計画達成状況の整理  

（平成２１年度～２３年度） 

２ 事業実施状況について（平成２１年度～２３年度）

第
２
回

平成25年１月25日（金）

13時半～15時半 

市役所分庁舎 ２階  

大会議室 

1 第６次芦屋すこやか長寿プラン２１現行計画の達成状

況について 

第
３
回

平成25年 8月 30日（金）

13時半～16時 

市役所北館 4 階  

教育委員会室 

1 第 6次芦屋すこやか長寿プラン21概要について  

2 第 6次芦屋すこやか長寿プラン21施策実施状況の評

価について  

3 第 6次芦屋すこやか長寿プラン21現行計画達成状況

について 

第
４
回

平成26年２月７日（金） 

 13 時半～16時 

市役所分庁舎 ２階  

大会議室 

１ 平成 25 年度 芦屋すこやか長寿プラン２１（平成 25

年上半期）について  

２ 次期，すこやか長寿プランの策定について 

第
５
回

平成26年１0月 8日（水）

13時半～16時 

芦屋市福祉センター３階

多目的ホール 

１ 芦屋すこやか長寿プラン２１（平成２４年度～）につ

いて  

２ 次期，すこやか長寿プランの策定の進行状況について

第
５
回

平成27年３月17日（火）

開催予定 

１ 芦屋すこやか長寿プラン２１について  
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３-２ 設置要綱 

（１）芦屋すこやか長寿プラン２１策定委員会設置要綱 

平成14年２月１日 

（設置） 

第 1条 芦屋市高齢者福祉計画及び芦屋市介護保険事業計画（以下「両計画」という。）の

改定を行うため，芦屋すこやか長寿プラン 21 策定委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

（平 22.4.1・一部改正） 

（所掌事務） 

第 2条 委員会は，次の各号に掲げる事務を所掌する。 

（1） 介護保険料の見直しに関すること。 

（2） 両計画の見直しに関すること。 

（3） その他設置目的達成のために必要な事項に関すること。 

（組織） 

第 3条 委員会は，委員15人以内で組織する。 

2 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する。 

（1） 学識経験者 

（2） 保健，医療関係者 

（3） 福祉関係者 

（4） 介護保険サービス提供事業者 

（5） 介護保険法（平成9年法律第123号）第9条に規定する被保険者 

（6） 市民 

（7） 行政関係者 

（平 16.9.1・一部改正） 

（任期） 

第 4条 委員の任期は，委嘱又は任命の日から両計画の策定の日までとする。 

2 補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第 5条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員の互選により，これを定める。 

2 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

3 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

（会議） 

第 6条 委員会は，委員長が招集し，委員長がその会議の議長となる。 

2 委員会は，委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 



171 

（意見の聴取） 

第 7 条 委員会において，必要があると認めるときは，委員以外の者を出席させて意見等

を聴くことができる。 

（庶務） 

第 8条 委員会の庶務は，高齢者福祉及び介護保険に関する事務を所管する課において行う。 

（補則） 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員会

に諮り定める。 

附 則 

（施行期日等） 

1 この要綱は，平成14年 2月 1日から施行する。 

2 最初に招集される会議は，第6条の規定にかかわらず市長が招集する。 

附 則 

この要綱は，平成16年 9月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成22年 4月 1日から施行する。 

（２）芦屋市附属機関の設置に関する条例〔抜粋〕 

平成１８年３月２４日 

条例第５号 

第 1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の4第 3項及び第202条の3

第 1 項に規定する附属機関について，法律又は他の条例に定めるものを除くほか，この

条例の定めるところによる。 

（設置） 

第 2条 市に次のとおり附属機関を置く。 

属機関の属する 

執行機関 

市長 

附属機関の名称 芦屋市社会福祉審議会 

担任事務 市民の社会福祉に関する事項についての調査審議 

委員定数 12人以内 

（その他必要に応じて臨時委員若干人を置くことができる。） 

委員の構成 （1） 知識経験者 

（2） 市議会議員 

（3） 社会福祉団体等の代表者 

（4） 市職員 

任期 2年 

（臨時委員は，担任事項についての審議が終了するまでの期間）

（任期） 
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第 3 条 委員の任期は，前条の表のとおりとする。ただし，特に定める場合を除き，補欠

委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

2 委員は，再任されることができる。 

（補則） 

第 4 条 この条例に定めるもののほか，附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は，当

該附属機関の属する執行機関の規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第 1条 この条例は，平成18年 4月 1日から施行する。 

（３）芦屋市社会福祉審議会規則 

平成18年 4月 1日 

規則第48号 

（趣旨） 

第 1条 この規則は，芦屋市附属機関の設置に関する条例（平成18年芦屋市条例第5号）

第4条の規定に基づき，芦屋市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第 2条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

3 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

4 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を代理する。 

（会議） 

第 3条 審議会の会議は，会長が招集し，その議長となる。 

2 審議会は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。 

（部会） 

第 4条 会長が必要と認めるときは，審議会に部会を置くことができる。 

2 部会に属する委員は，会長が指名する。 

3 部会に部会長及び副部会長を置き，会長の指名する委員がこれに当たる。 

（庶務） 

第 5条 審議会の庶務は，福祉事務所において処理する。 

（補則） 

第 6 条 この規則に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が審議会

に諮って定める。 

附 則 
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この規則は，平成18年 4月 1日から施行する。 

（４）芦屋すこやか長寿プラン２１推進本部設置要綱 

平成23年 4月 1日 

（設置） 

第 1 条 人と人が助け合うぬくもりのある福祉社会の実現を目指す施策を総合的に推進す

るため，芦屋すこやか長寿プラン21推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第 2条 推進本部は，次に掲げる事務を所掌する。 

（1） 高齢者福祉計画の実施及び見直しに関すること。 

（2） 介護保険事業計画の実施及び見直しに関すること。 

（3） 前 2号に掲げるもののほか，高齢者全体の福祉事業に係る重要事項に関すること。 

（組織） 

第 3条 推進本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって組織する。 

2 本部長は，市長をもって充て，副本部長は，副市長をもって充てる。 

3 本部員は，別表第1に掲げる者をもって充てる。 

（会議） 

第 4条 推進本部の会議は，本部長が招集する。 

2 本部長は，推進本部を代表し，会務を総理する。 

3 本部長に事故あるときは，副本部長がその職務を代理する。 

（幹事会） 

第5条 推進本部には，その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために，幹事会を置く。 

2 幹事会は委員長，副委員長及び委員をもって組織する。 

3 委員長は，福祉部長をもって充て，副委員長は，福祉部地域福祉課長をもって充てる。 

4 委員長は，幹事会を代表する。 

5 委員長に事故あるときは，副委員長がその職務を代理する。 

6 幹事会委員は，別表第2に掲げる者をもって充てる。 

7 委員長が必要と認めるときは，幹事会委員以外の者を出席させ，意見を聴くことができる。 

（平 25.4.1・一部改正） 

（専門部会） 

第 6条 幹事会には，介護保険部会のほか必要に応じて専門部会を設置することができる。 

2 専門部会の委員は，福祉部長が指名する。 

3 専門部会長は，福祉部高齢福祉課長をもって充てる。 

4 専門部会長は，専門部会を主宰する。 

5 専門部会長が必要と認めるときは，専門部会委員以外の者を出席させ，意見を聴くこと

ができる。 
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（平 25.4.1・一部改正） 

（庶務） 

第 7 条 推進本部の庶務は，高齢者福祉及び介護保険に関する事務を所管する課において

処理する。 

（補則） 

第 8条 この要綱に定めるもののほか，推進本部の運営に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この要綱は，平成23年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成25年 4月 1日から施行する。 

附 則

この要綱は，平成26年４月１日から施行する。

別表第1（第3条関係）            別表第 2（第5条関係） 

（平 2６.4.1・一部改正）             （平 2６.4.1・一部改正） 

（本部員） 

教育長 

技監 

企画部長 

総務部長 

総務部参事（財務担当部長） 

市民生活部長 

福祉部長 

こども・健康部長 

都市建設部長 

都市建設部参事（都市計画・開発事業担当部長）

上下水道部長 

市立芦屋病院事務局長 

消防長 

教育委員会管理部長 

教育委員会学校教育部長 

教育委員会社会教育部長 

 （幹事会委員） 

企画部行政経営課長 

企画部市民参画課長 

総務部財政課長 

市民生活部人権推進課長 

市民生活部男女共同参画推進課長 

市民生活部経済課長 

市民生活部保険課長 

市民生活部環境課長 

福祉部主幹（トータルサポート担当課長）

福祉部福祉センター長 

福祉部生活援護課長 

福祉部障害福祉課長 

福祉部主幹（福祉公社担当課長） 

こども・健康部健康課長 

都市建設部公園緑地課長 

都市建設部防災安全課長 

都市建設部都市計画課長 

都市建設部住宅課長企画部行政経営課長

市立芦屋病院事務局総務課長 

教育委員会管理部管理課長 

教育委員会学校教育部学校教育課長 

教育委員会社会教育部生涯学習課長 

教育委員会社会教育部スポーツ推進課長 
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（５）芦屋すこやか長寿プラン２１評価委員会設置要綱 

平成12年 10月 1日 

（設置） 

第 1条 芦屋市高齢者福祉計画及び芦屋市介護保険事業計画（以下「両計画」という。）の

評価等を行うため，芦屋すこやか長寿プラン 21評価委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（平 22.4.1・一部改正） 

（所掌事務） 

第 2条 委員会は，次の各号に掲げる事務を所掌する。 

（1） 両計画の全体的な進捗状況の評価に関すること。 

（2） 提供サービスの状況，事業者間の連携状況等の評価に関すること。 

（3） 行政機関における調整，連携等の点検及び評価に関すること。 

（4） サービスの質的及び量的な観点から地域の保健，医療，福祉の関係委員会等の意見

を反映した評価に関すること。 

（5） 市民及び利用者のサービスに対する満足度等の評価に関すること。 

（6） 両計画の見直しに関すること。 

（7） その他設置目的達成のために必要な事項に関すること。 

（組織） 

第 3条 委員会は，委員20人以内で組織する。 

2 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する。 

（1） 学識経験者 

（2） 保健，医療及び福祉関係者 

（3） 福祉及び教育団体関係者 

（4） 介護保険法（平成9年法律第123号）第9条に規定する被保険者 

（5） 行政関係者 

（平 15.10.1・一部改正） 

（任期） 

第 4条 委員の任期は，委嘱又は任命の日から3年とする。ただし，再任を妨げない。 

2 補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第 5条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員の互選により，これを定める。 

2 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

3 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

（会議） 

第 6条 委員会は，委員長が招集し，委員長がその会議の議長となる。 

2 委員会は，委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 
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（意見の聴取） 

第 7 条 委員会において，必要があると認めるときは，委員以外の者を出席させて意見等

を聴くことができる。 

（専門部会） 

第 8 条 委員会は，特定の課題について専門的に調査等の必要があると認めるときは，専

門部会を置くことができる。 

2 専門部会の構成員は，委員長が指名する。 

3 各専門部会には，それぞれ部会長及び副部会長を置く。 

4 部会長は，専門部会を主宰する。 

5 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故があるとき，又は部会長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

6 専門部会において，必要があると認めるときは，委員以外の者を出席させて意見等を聴

くことができる。 

7 専門部会は，委員会から付託された事項について協議し，その結果を委員会に報告する。 

（庶務） 

第 9条 委員会の庶務は，高齢者福祉及び介護保険に関する事務を所管する課において行う。 

2 専門部会の庶務は，委員長が指名した課が行う。 

（補則） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員会

に諮り定める。 

附 則 

（施行期日等） 

1 この要綱は，平成12年 10月 1日から施行する。 

2 最初に招集される会議は，第6条の規定にかかわらず市長が招集する。 

3 最初の任期は，第4条の規定にかかわらず平成15年 3月 31日までとする。 

附 則 

この要綱は，平成15年 10月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成22年 4月 1日から施行する。 
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３-３ 委員名簿  

（１）芦屋すこやか長寿プラン２１策定委員会 

区 分 氏 名 出身団体等の名称及び役職 

学識経験者 ◎ 大和 三重 関西学院大学人間福祉学部教授 

保健・医療関係者 ○ 宮﨑 睦雄 芦屋市医師会 

福祉関係者 加納 多恵子 芦屋市民生児童委員協議会 

介護サービス提供事業者 内山 忠一 芦屋市社会福祉協議会 

小林 正美 芦屋市施設事業者代表 

佐野 武 芦屋市介護サービス事業者連絡会 

針山 大輔 芦屋ハートフル福祉公社 

介護保険法９条に規定 

する被保険者 

柴沼 元 芦屋市老人クラブ連合会 

平馬 忠雄 芦屋市国民健康保険運営協議会 

江尻 真由美 認知症の人を支える家族の会 

市民 鈴木 一夫 市民委員 

高戸 るみ 市民委員 

行政関係者 寺本 慎児 芦屋市福祉部長 

オブザーバー 岡本 洋明 兵庫県芦屋健康福祉事務所主幹 

  敬称略 ◎委員長 ○副委員長 
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（２）芦屋市社会福祉審議会 

区 分 氏 名 出身団体等の名称及び役職 

学識経験者 ◎ 中田 智恵海 佛教大学教授 

○ 佐々木 勝一 京都光華女子大学教授 

都村 尚子 関西福祉科学大学准教授 

保健・医療関係者 松葉 光史 芦屋市医師会副会長 

市議会議員 中島 健一 芦屋市議会議長 

重村 啓二郎 芦屋市議会民生文教常任委員会委員長

社会福祉団体等の代表者 加納 多惠子 芦屋市社会福祉協議会会長 

森  幸子 芦屋ボランティア連絡会会長 

大嶋 三郎 芦屋市老人クラブ連合会会長 

市職員 岡本 威 芦屋市副市長 

  敬称略 ◎委員長 ○副委員長 
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（３）芦屋すこやか長寿プラン２１推進本部 

氏 名 出身団体等の名称及び役職 

◎ 山中 健 市長 

○ 岡本 威 副市長 

福岡 憲助 教育長 

宮崎 貴久 技監 

米原 登己子 企画部長 

佐藤 徳治 総務部長 

脇本 篤 総務部参事（財務担当部長） 

北川 加津美 市民生活部長 

寺本 慎児 福祉部長 

三井 幸裕 こども・健康部長 

辻  正彦 都市建設部長 

林  茂晴 都市建設部参事（都市計画・開発事業担当部長） 

青田 悟朗 上下水道部長 

古田 晴人 市立芦屋病院事務局長 

樋口 文夫 消防長 

山口 謙次  教育委員会管理部長 

伊田 義信 教育委員会学校教育部長 

中村 尚代 教育委員会社会教育部長 

◎本部長 ○副部長
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（４）芦屋すこやか長寿プラン２１推進本部幹事会 

氏 名 出身団体等の名称及び役職 

◎ 寺本 慎児 福祉部長 

○ 長岡 良徳 福祉部地域福祉課長 

稗田 康晴 企画部行政経営課長 

福島 貴美 企画部市民参画課長 

森田 昭弘 総務部財政課長 

本間 慶一 市民生活部人権推進課長 

和泉 みどり 市民生活部男女共同参画推進課長 

近田 真 市民生活部経済課長 

阪元 靖司 市民生活部保険課長 

大上 勉 市民生活部環境課長 

細井 洋海 福祉部主幹（トータルサポート担当課長） 

岡田 きよみ 福祉部福祉センター長 

中西 勉 福祉部生活援護課長 

鳥越 雅也 福祉部障害福祉課長 

中山 裕雅 福祉部主幹（福祉公社担当課長） 

越智 恭宏 こども・健康部健康課長 

桝田 忠夫  都市建設部公園緑地課長 

柿原 浩幸 都市建設部防災安全課長 

東  実 都市建設部都市計画課長 

細井 良幸 都市建設部住宅課長 

平見 康則 市立芦屋病院事務局総務課長 

小川 智瑞子 教育委員会管理部管理課長 

北野 章 教育委員会学校教育部学校教育課長 

長岡 一美 教育委員会社会教育部生涯学習課長 

木髙 守  教育委員会社会教育部スポーツ推進課長 

◎委員長 ○副委員長 
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（５）芦屋すこやか長寿プラン２１評価委員会 

平成26年４月1日現在 

区 分 氏 名 出身団体等の名称及び役職 

学識経験者 
◎ 浅野 仁 

関西福祉科学大学大学院社会福祉学研究科

長 

保健，医療及び福祉関係者 ○ 松葉 光史 芦屋市医師会副会長 

中川 壽一 
(社)成年後見センター・リーガルサポート

兵庫県支部幹事 

山下 訓 芦屋市歯科医師会会長 

仁科 睦美 芦屋市薬剤師会会長 

進藤 昌子 芦屋市民生児童委員協議会副会長

加納 多惠子 芦屋市社会福祉協議会会長 

和田 周郎 高齢者総合福祉施設愛しや施設長 

福祉及び教育団体関係者 柴沼 元 芦屋市老人クラブ連合会副会長 

天津 一郎 芦屋市身体障害者福祉協会副会長 

立花 暁夫 
芦屋市コミュニティ・スクール連絡協議会

会長 

瀬尾 多嘉子 （特定非営利法人）NALC芦屋顧問 

介護保険法９条に規定 

する被保険者 

平馬 忠雄 芦屋市国民健康保険運営協議会会長 

佐治 雅子 芦屋地方労働組合協議会 

安宅 桂子 
認知症の人をささえる家族の会 

（あじさいの会）世話人代表 

中上 二郎 芦屋市自治会連合会副会長 

行政関係者 
松本 圭司 

兵庫県芦屋健康福祉事務所長 

（芦屋保健所長） 

寺本 慎児 芦屋市福祉部長 

  敬称略 ◎委員長 ○副委員長 
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（６）事務局 

所 属 役 職 名 氏 名 

福祉部 高齢福祉課 課長 木野 隆 

係長 高橋 和稔 

課員 下條 純 

介護保険課 課長 奥村 享央 

係長 山本 直樹 

係長 浅野 理恵子 

係長 広瀬 香 

課員 岡本 将太 

課員 沖元 由優 

課員 福田 友紀 

地域福祉課 課長 長岡 良徳 

課長 細井 洋海 
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４ 関連委員会等

（１）芦屋市権利擁護支援システム推進委員会 

設置目的 高齢者，障がい者の虐待その他の権利侵害の防止策，高齢者，障がい者の権

利を守るための支援策及び芦屋市権利擁護支援センターの機能を含めた地域

における権利擁護支援システムの推進と検討等を行うため 

所掌事務 権利擁護支援の推進に関する提言及び提案に関すること 

権利擁護支援システムの改善に関すること 

芦屋市権利擁護支援センターの役割及び機能に関すること 

権利擁護の推進に関する調査及び研究に関すること 

権利擁護の推進を図るためのネットワーク構築に係る支援に関すること

組織構成 学識経験者,司法関係者,保健福祉及び医療関係者,地域包括支援センター運営

協議会関係者，芦屋市地域自立支援協議会関係者，芦屋市権利擁護支援セン

ター関係者，福祉団体関係者，行政関係者，その他市長が必要と認めた者

（２）芦屋市地域包括支援センター運営協議会 

設置目的 芦屋市地域包括支援センターの適切な運営，公正・中立性の確保その他セン

ターの円滑かつ適正な運営を図るため 

所掌事務 センターの設置等に関すること 

センターの運営及び評価に関すること 

地域包括ケアに関すること 

その他設置目的達成のために必要な事項に関すること

組織構成 学識経験者，保健又は医療関係者，介護保険法(平成 9年法律第123号)第 9

条に規定する被保険者，介護サービス及び介護予防サービス提供事業者，福

祉団体関係者，行政関係者 

（３）芦屋市地域密着型サービス運営委員会 

設置目的 介護保険法に規定する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス

の適正な運営を確保するにあたり，関係者の意見を反映させ，学識経験者を

有する者の知見の活用を図るため 

所掌事務 地域密着型サービスを提供する事業者の指定 

地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定 

地域密着型サービスの質の確保，運営評価その他市長が地域密着型サービス

適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

組織構成 学識経験者，保健又は医療関係者，法第 9 条に規定する被保険者，介護サー

ビス及び介護予防サービス提供事業者，福祉団体関係者，行政関係者 
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５ 用語解説 

【あ行】 

医療ソーシャルワーカー（MSW） 

保健医療機関において，社会福祉の立場から患者やその家族の方々の抱える経済的・心理

的・社会的問題の解決，調整を援助し，社会復帰の促進を図る業務を行います。 

インフォーマル 

非公式的なという意味で，インフォーマル支援者という場合は，住民組織やボランティアな

ど，各地域で福祉活動を行う人のこと。 

運動器 

身体運動に関わる骨，筋肉，関節，神経などの総称のこと。 

【か行】 

介護給付 

介護認定審査で，要介護１～５の認定を受けたかたに対する保険給付のこと。 

介護認定審査 

介護保険の被保険者からの申請に基づき，市町村が該当する要介護状態の区分を判定する際

に行う審査のこと。審査は，１次判定の結果（市町村の調査員による訪問調査の結果をコンピ

ュータが判定したもの）と主治医の意見書，訪問調査員が記した特記事項をもとに，介護認定

審査会が行う。 

基本チェックリスト 

65歳以上の高齢者を対象に，介護の原因となりやすい生活機能低下の危険性がないかどう

か，という視点で運動，口腔，栄養，物忘れ，うつ症状，閉じこもり等の全25項目について

「はい」「いいえ」で記入していただく質問表のこと。 

クーリング・オフ制度 

訪問販売など営業所以外の場所において，特定の商品等について契約の締結等をした場合，

一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく，申し込みの撤回や契約の解除がで

きる制度のこと。 

ケアマネジメント 

利用者の必要とするケアを調整する機能を果たす援助で，利用者が社会生活を行う上での

様々なニーズに対応して，適切な社会資源と結びつけること。 
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ケアマネジャー 

介護保険サービスの居宅介護支援を行う介護支援専門員のこと。 

健康遊具 

散歩の途中などに誰でも気軽にストレッチをしたり，体のツボを刺激したり，体を鍛えたり

できる，健康づくりを主な利用目的とした遊具のこと。 

高齢化率 

総人口に占める65歳以上人口（老年人口）の割合。 

高齢者セーフティーネット 

高齢者が日々の生活で困難な状況に陥った場合に，関係機関や地域住民等が連携して援助を

行う，また，そうした事態になることを防止する仕組みのこと。 

コミュニティ・スクール 

本市独自のもので、地域社会(小学校区が基本的な範囲)の中で、一人一人が市民としての自 

覚と責任を持ちながら、だれもが参加できる文化活動・スポーツ活動・福祉活動・地域活動等 

を通じて、真に心豊かでゆとりのあるまちづくりを目指すという共通目標をもった共同体のこ 

と。 

コレクティブハウジング 

独立した専用住戸のほかに，共同の台所，食堂などの共用施設がついた生活協同型住居のこと。 

【さ行】 

指定管理者制度 

地方公共団体や外郭団体等が行ってきた公の施設の管理・運営を，株式会社をはじめとした

営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど，法人やその他の団体に包括的に代行さ

せる制度のこと。 

シルバー人材センター 

働く意欲のある高齢者を対象に，臨時的かつ短期的なもの又は，その他の軽易な業務の機会を

確保し，就業を通じて，社会参加と生きがいづくり，高齢者の能力を活かした地域づくりに寄与 

することを目的として設立された公益法人のこと。

シルバーハウジング（高齢者世話付き住宅） 

福祉施策と住宅施策の連携のもとに，ひとり暮らし高齢者，高齢者夫婦世帯等を対象に，高齢

者の生活特性に配慮した設備・設計，緊急通報システムを備え，生活援助員（ライフサポート・

アドバイザー）による福祉サービス（生活相談や緊急時の対応）を備えた公共賃貸住宅のこと。
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住所地特例（者） 

介護保険の被保険者が，他市町村にある施設等に入所し，施設所在地に住民登録を移した場

合に，入所前の市町村が保険者となる制度のこと。 

成年後見制度 

判断能力が不十分であるため，法律行為における意志決定が困難な成年者（認知症高齢者，

知的障がいのある人，精神障がいのある人等）について，判断力を補い保護支援する制度のこ

と。 

【た行】 

第１号被保険者 

65歳以上の介護保険被保険者のこと。 

第２号被保険者 

40歳以上65歳未満の介護保険被保険者のこと。 

. 

第三者評価 

介護保険サービス等の利用者が，質の高いサービスを選択できるよう，サービス事業者が提

供するサービスの質を公正・中立な第三者機関が，専門的かつ客観的な立場から評価すること。 

団塊の世代 

昭和22年から昭和24年に生まれた世代を指す。この3年間の出生数は約810万人であ

り，その前後に比べて非常に多く，「第一次ベビーブーム世代」とも呼ばれる。 

地域移行支援

障がい者支援施設等に入所している人や精神科病院に入院している人を対象に，住居の確保

や地域生活に移行するための活動に関する相談，外出時の同行，障害福祉サービスの体験的な

利用支援など，施設・病院から退所・退院して地域生活に円滑に移行できるように支援を行う

こと。【芦屋市第4期障害福祉計画より】 

地域包括ケアシステム 

団塊の世代が 75歳以上となる2025 年を目途に，重度な要介護状態になっても住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう，住まい・医療・介護予防・生活

支援が一体的に提供されるシステムのこと。 

地域包括支援センター 

主任介護支援専門員，社会福祉士，保健師等が，高齢者の総合相談機能をはじめ，介護予防

事業，総合的・包括的なケアマネジメント，権利擁護事業を行う機関のこと。「高齢者生活支

援センター」は，芦屋市における地域包括支援センターの愛称です。 
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地域密着型サービス 

高齢者が身近な地域での生活が継続できるよう，平成 18年の介護保険制度改正によって創設

された介護保険サービスのこと。本サービスは，市町村が介護サービス事業者の指定や指導・監

督を行うとともに，日常生活圏域ごとに必要な整備量を調整（計画量を超える場合，市町村は指

定を拒否することが可能），原則としてその市町村の住民のみが利用でき，地域の実情に応じた基

準や介護報酬の設定が可能。

特定疾病（者） 

介護保険の第２号被保険者で，要介護者，または要支援者として認定される疾病のこと。①

筋萎縮性側索硬化症，②後縦靭帯骨化症，③骨折を伴う骨粗鬆症，④多系統萎縮症，⑤初老期

における認知症，⑥脊髄小脳変性症，⑦脊柱管狭窄症，⑧早老症，⑨糖尿病性神経障害，糖尿

病性腎症及び糖尿病性網膜症，⑩脳血管疾患，⑪進行性パーキンソン病，⑫閉塞性動脈硬化症，

⑬関節リウマチ，⑭慢性閉塞性肺疾患，⑮両側の膝関節，または股関節に著しい変形を伴う変

形性関節症，⑯がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき，回復の見込みがない

状態に至ったと判断したものに限る）の16種類がある。 

特別給付 

介護保険の第１号被保険者の保険料を財源に，市町村が条例で独自に定める保険給付のこと。 

【な行】 

任意後見制度 

高齢者が十分な判断能力があるうちに判断能力が衰えた時に備えて，あらかじめ信頼できる

人を自分の任意後見人（代理人）として選任することができる制度のこと。 

認知症 

後天的な脳の器質的障害により，いったん正常に発達した知能が低下した状態のこと。 

認知症サポーター 

行政機関が実施主体となる「認知症サポーター養成講座」の受講者で，友人や家族への認知

症に関する正しい知識の伝達や，認知症になった人の手助けなどを本人の可能な範囲で行うボ

ランティアをいう。受講者には認知症を支援する目印としてオレンジリングが授与される。 

認定調査 

介護保険制度において，要介護認定又は要支援認定のために行われる調査をいい，市町村の

訪問調査員が被保険者を訪問し，心身の状態などを本人や家族から聞き取りを行う。 



188 

【は行】 

バリアフリー 

狭い意味では，障がいのある人が安全かつ自由に行動できる空間や，支障がなく扱うことが

できる物を指すが，現在は障がいのある人がノーマライゼーションに基づく社会生活や社会参

加を困難にしている社会，制度，習慣，心理，物質，教育といったすべての障壁の除去といっ

た広い意味で用いられることが多い。 

【ま行】 

民生委員・児童委員 

地域において，住民の社会福祉に関する相談に応じ，必要な支援を行う人のこと。民生委員

は，民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され，また，児童福祉法により児童委員を兼ねる。 

【や行】 

要介護等認定者 

介護認定審査において，要介護状態の区分が要支援１～２，要介護１～５に判定された人の

こと。 

要介護度の目安 

要支援１ 日常生活はほぼ自分で行えるが，今後，要介護状態になることを予防する

ために，少し支援が必要。 

要支援２ 日常生活に少し支援が必要だが，介護サービスを適応すれば，機能の維持，

改善が見込める。 

要介護１ 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが，排

泄や入浴などに一部介助が必要。 

要介護２ 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。

要介護３ 立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも

全面的な介助が必要。 

要介護４ 日常生活の全般で能力の低下が見られ，排泄・入浴・衣服の着脱に全面的

な介助，食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。 

要介護５ 生活全般にわたり，全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしで

は日常生活が不可能。 

予防給付 

介護認定審査で，要支援１・２の認定を受けたかたに対する保険給付のこと。 
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【ら行】 

老人クラブ 

おおむね60歳以上で構成される地域を基盤とした高齢者の自主的な組織。高齢者自らの生

きがいを高め健康づくりを進める活動や，ボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする

各種活動を行う。介護保険制度の導入により，介護予防という観点からその活動と役割が期待

されている。 

【わ行】 

ワークショップ 

本来は作業場という意味であるが，あるテーマについて参加者が積極的に意見や技術を交換しな

がら討議を重ね，協働で何かを創り出す，参加型・体験型の研修会などの形式のこと。
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